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第１章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画策定の趣旨 

国土強靭化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に

資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、

強靭な国づくり・地域づくりを推進するものです。 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュード９．０を観測した巨

大地震が大津波を引き起こし、本市においては３，５００名（令和２年１２月３１日現在 

３，５５３名）を超える尊い人命が奪われ、市土及び市民の財産に甚大な被害をもたらし

ました。本市では、高い確率で発生が予想されていた宮城県沖地震に備え、石巻市地域防

災計画を策定し、建築物の耐震化など様々な防災対策を講じてきましたが、大規模かつ広

範囲に及ぶ被害により、行政機能の喪失や初動時の情報、燃料の不足など、経験したこと

のない事態が生じ、人命の救助・救出や災害時医療、生活再建等において、極めて困難な

状況に直面しました。 

 

国においてはこの東日本大震災の教訓を踏まえるとともに、南海トラフ地震、首都直下

地震、火山噴火等の大規模自然災害に備えて、必要な事前防災及び迅速な復旧復興を推進

するため、平成２５年１２月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を公布・施行し、平成２６年６

月に「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定しました。その後、平成

３０ 年１２月の基本計画の変更の後、令和５年６月に基本法が改正され、同年７月には

基本計画のさらなる見直しが行われるなど、国土強靱化の取組の強化が図られています。 

  

本市では、東日本大震災以降、震災復興基本計画に基づき、災害に強いまちづくりを進

めるとともに、東日本大震災の経験と教訓を踏まえて地域防災計画の改定や職員災害時初

動マニュアルを策定するなど、大規模自然災害に備えた事前防災及び減災に係る対策を進

めてきたところですが、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症等の感染症まん

延時における災害対策などに加え、これまで以上に頻発するようになった大規模自然災害

やデジタル化の進展による社会情勢の変化が著しく、特に、令和６年１月に発生した能登

半島地震の教訓や、新たな基本計画に掲げられたデジタル活用及び地域力の発揮について

は、今後の災害対応に活かすべき課題となっていることから、さらなる強靱な地域づくり

に向けて、平時から持続的に取組を展開するため、石巻市国土強靱化地域計画を策定する

ものです。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画として、「国土強靱化地域計画

策定ガイドライン」の策定手順等を踏まえて策定したものであり、本市の各種個別計画の

国土強靱化に関する指針となるものです。 

 

 

 

 

                                   

                                  

 

             

                                   

                                  

              

              

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の対象期間は、令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの

５年間とします。 

 

 

４ 計画の対象想定災害 

本計画の対象は、ひとたび発生すれば甚大な被害が広範囲に及ぶ大規模自然災害全般と

します（参考：第４章 資料編 過去に甚大な被害をもたらした大規模自然災害）。 
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５ 本計画とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals の略）とは、平成２

７年９月の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された、「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための１７の目標で構成される国際社会全

体の開発目標です。 

 本市は、令和２年７月に「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選

定されました。 

 本計画においては、ＳＤＧｓを構成する１７の目標のうち、「目標１１：住み続けられ

るまちづくりを」、「目標１３：気候変動に具体的な対策を」及び「目標１７：パートナー

シップで目標を達成しよう」を主な目標として計画を推進することにより、これらの目標

達成に向けて取り組んでいきます。 

 

【１７の目標のうち本計画で取り組む主な目標】 

 

 

 

 

 

 

 ※事前に備えるべき目標ごとの関係については、「８ 起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）の設定」を参照 

 

 

６ 基本目標 

国土強靭化の理念に鑑み、国土強靭化基本計画及び宮城県国土強靭化地域計画と同様

の、次の４つを「基本目標」とします。 

（１） 人命の保護が最大限図られること 

（２） 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

（３） 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

（４） 迅速な復旧復興 
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７ 事前に備えるべき目標 

基本目標を達成するため、国土強靭化基本計画及び宮城県国土強靭化地域計画と同様

の、次の６つを「事前に備えるべき目標」とします。 

（１） あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

（２） 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

（３） 必要不可欠な行政機能を確保する 

（４） 経済活動を機能不全に陥らせない 

（５） 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネット

ワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

（６） 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

 

８ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

事前に備えるべき目標の妨げとなる事態として、国土強靱化基本計画及び宮城県国土強

靱化地域計画における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を基本として、

過去の大規模自然災害や地域特性を踏まえ、次の２８の「起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）」を設定します。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

(1) 

あらゆる自然災害に

対し、直接死を最大限

防ぐ 

1 1-1 
大規模地震に伴う住宅・建築物等の倒壊や火災

による死傷者の発生 

2 1-2 
広域にわたる大規模津波等による多数の死傷

者・行方不明者の発生 

3 1-3 

異常気象等による広域かつ長期的な市街地・集

落等の浸水や防災インフラの損壊・機能不全に

よる死傷者の発生 

4 1-4 
大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の

死傷者の発生 

(2) 

 

 

救助・救急、医療活動

等が迅速に行われる

とともに、被災者等の

健康・避難生活環境を

確実に確保すること

により、関連死を最大

限防ぐ 

5 2-1 
自衛隊、警察、消防、海保等の被災による救助・

救急活動等の絶対的不足 

6 2-2 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災・支援

ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医

療機能の麻痺 

7 2-3 

劣悪な生活環境、不十分な健康管理がもたら

す、多数の被災者の健康・心理状態の悪化によ

る死者の発生 

8 2-4 
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資

供給の長期停止 

9 2-5 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

10 2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 



  5 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

(3) 

必要不可欠な行政機

能を確保する 
 

11 3-1 
市の職員及び施設等の被災による機能の大幅

な低下 

(4) 

 
 
経済活動を機能不全

に陥らせない 

12 4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動の低下 

13 4-2 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

14 4-3 基幹的交通ネットワーク（陸上、海上）の機能停止 

15 4-4 食料等の安定供給の停滞 

16 4-5 異常渇水等による用水供給途絶 

17 4-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

(5) 

 
 
生活・経済活動に必要

最低限の通信、電気、

ガス、上下水道、燃料、

交通ネットワーク等

の被害を最小限に留

めるとともに、早期復

旧を図る 

 

 

18 5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・

ＳＮＳ等の情報通信網の麻痺・機能停止等に伴

い避難行動や救助・支援が遅れることによる被

害の拡大 

19 5-2 
電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・

ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止 

20 5-3 上下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

21 5-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

(6) 

 
 
 
 
 
 
地域社会・経済が迅

速に再建・回復でき

る条件を整備する 

22 6-1 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事

前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復

興が大幅に遅れる事態 

23 6-2 

復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネ

ーター、ボランティア、ＮＰＯ、企業、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

24 6-3 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞によ

り復旧・復興が大幅に遅れる事態 

25 6-4 
事業用地の確保、仮設施設等の整備が進まず復

興が大幅に遅れる事態 

26 6-5 

長期にわたる孤立地域等の発生、及び被災者に

対する住宅対策や健康支援、地域コミュニティ

形成支援等の遅れにより生活再建が大幅に遅

れる事態 

27 6-6 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュ

ニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰

退・損失 
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28 6-7 

風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量

の失業・倒産等による地域経済等への甚大な影

響 

 

９ 施策分野の設定 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するために必要な国土強靱化に

関する施策分野については、国土強靱化基本計画及び宮城県国土強靭化地域計画における

施策分野を参考に、次の１０の施策分野と、１の横断的分野を設定します。 

特に、横断的分野であるデジタル活用については、速やかな避難行動、効率的な避難所

運営、迅速かつ適切な災害対応、効率的な老朽化対策など、防災・減災、国土強靭化の取

組を進めるためにＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の積極的な活用を推進しま

す。 

【施策分野】 

（１） 行政機能・情報通信等 

（２） 住宅・都市 

（３） 保健医療福祉 

（４） 環境 

（５） 農林水産 

（６） 産業構造 

（７） 交通・物流 

（８） 市土保全 

（９） 土地利用 

（10） リスクコミュニケーション・地域づくり 

【横断的分野】 

（１） デジタル活用 
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第２章 脆弱性の評価と国土強靭化の推進方針 
 

１ 脆弱性評価の方法 

本市の特性を踏まえた上で、大規模自然災害に対するこれまで取り組んできた防災・減

災及び強靭化に資する施策について、基本目標、事前に備えるべき目標、リスクシナリオ

の設定及び施策分野の設定に基づき脆弱性の評価を次のとおり実施しました。 

 

大規模自然災害への取組の洗い出し 

 

リスクシナリオごとに整理 

 

取組課題等の分析 

 

分析結果を踏まえ、リスクシナリオごとに脆弱性を評価 

 

脆弱性評価結果として取りまとめ 

 

 

２ リスクシナリオごとの脆弱性評価結果と推進方針 

脆弱性の評価結果を踏まえ、今後の取組の方向性を推進方針として設定しました。 

また、リスクシナリオごとの推進方針に基づく主な事業・取組及び主な指標を記載した

ほか、施策分野との関連付けも行いました。 

なお、推進方針に基づく事業等の詳細は、「第５章 石巻市国土強靭化地域計画に基づき 

実施する主な事業（別冊）」として毎年度更新を行うこととしました。 
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※ リスクシナリオごとの脆弱性評価結果と推進方針の構成 

事前に備えるべき目標のリスクシナリオごとに、「施策分野の位置づけ⇒脆弱性評価結

果⇒推進方針⇒主な事業・取組及び主な指標」の順に構成しました。 

 

構成例 

事前に備えるべき目標：（１）○○○○○○ 

１― ○ リスクシナリオ 

施策分野：○○○、○○・○○ 

 

【脆弱性評価結果】 

《   》 

・○○○○○○ 

・○○○○○○ 

 

《   》 

・○○○○○○ 

・○○○○○○ 

 

 

【推進方針】 

《○○○○（施策分野：○○○）》 

・○○○○○○（○○部） 

・○○○○○○（○○部） 

 

《○○○○（施策分野：○○○）》 

・○○○○○○（○○部） 

・○○○○○○（○○部） 

 

 

【主な事業・取組】 

・○○○○○○ 

・○○○○○○ 

【主な指標】 

・○○○○○○ 

・○○○○○○ 
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事前に備えるべき目標：（１）あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

１－１ 大規模地震に伴う住宅・建築物等の倒壊や火災による死傷者の発生 

施策分野：行政機能・情報通信等、住宅・都市 

 

【脆弱性評価結果】 

《住宅の耐震化》 

・住宅の耐震化率は、令和元年度末時点で約９０％となっています。現在も旧耐震基準

で建築された木造住宅が数多く残っています。東日本大震災の後も大きな地震が発生

しましたが、それでも耐えたという安心感や住宅所有者が高齢になったことに加えて、

生活様式の変化から子、孫と同居していないこと、さらに物価高騰が家計を圧迫してい

ることが、耐震改修件数を低調としています。 

《多数の者が利用する建築物の耐震化（老朽化）》 

・令和元年度末現在で民間の特定既存耐震不適格建築物の耐震化率は約７６％となっ

ています。引き続き「石巻市耐震改修促進計画（令和８年度～令和１２年度）」に基づ

き耐震化を促進し、同計画の目標である９５％以上を目指し取り組む必要があります。 

《市有建築物の耐震化》 

・耐震化が完了している庁舎等についても、法定定期点検等を実施し必要な修繕等を

行い、維持管理を適切に行っていく必要がありますが、老朽化の著しい総合支所庁舎や

支所庁舎もあります。 

《ブロック塀対策》 

・平成３０年６月の大阪府北部地震を受けて、市内全域の道路に面するブロック塀等を平成

３０年度及び令和元年度の２か年で実態調査を行い、約１６，７００件のブロック塀等が存在

し、うち除却等の緊急改善が必要なブロック塀等は７００件余り存在することが判明しました。 

特に除却が急がれるブロック塀で改善済みとなったブロック塀件数は、令和７年５月

末までに約２００件であり、未だ５００件以上が残る状況です。調査当時と比較して所

有者の変更や高齢化のほか、ブロック塀が所在する敷地内の居宅が空き家となってい

るところもある状況です。   

《狭あい道路の整備》 

 ・建築基準法第４２条第２項に規定される道路（２項道路）の狭あい道路については、

建築物の建替え等にあわせ、拡幅整備を推進する必要があります。 

《老朽危険空家等への対策》 

・令和５年度及び令和６年度に実施した「石巻市空家実態調査」において本市の空き家

数は増加しており、対策が必要となっております。 

・管理不全な空き家等については、災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため適切な

管理の促進を図る必要があります。 

・長期間使用されていない空き家等は老朽化の進行が早まる可能性が高いため、利活

用等を推進する必要があります。 

《家庭や企業の出火等の防止》 

・地震の揺れ等に起因して火災が発生することもあることから、市民や企業へ出火の

防止、延焼防止を指導していく必要があります。 
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《消防・救急体制の強化》 

・火災発生時にも被害を最小限にするため、消防署所や消防団の防災機能強化や消防･

救急車両、装備等の充実強化を推進する必要があります。 

・迅速かつ効果的な消火、救助活動が行えるよう各種訓練を実施するほか、関係機関と

の連携強化を図る必要があります。 

《消防団の持続的な活動》 

・少子高齢化やサラリーマン（被雇用者）の増加等の影響により、消防団員は年々減少

しており、条例に定める定数に満たない状態が続いています。 

・消防団員確保のための環境整備や入団を促進し、その活動を支援していく必要があります。 

《防火水槽の整備》 

・災害時の消防水利を確保するとともに、断水、減水に対処するため耐震性のある貯水

槽整備を進めていますが、地域環境の違いもあり地区により充足率に差があります。特

に河南地区では７０％以下、北上、牡鹿地区で８０％以下の充足率となっています。 

《災害に備えた市街地構造の形成》 

 ・東日本大震災で津波被害が少なかった市街地では、老朽化した建物や狭あい道路が多

く被害の拡大が想定されることから、総合的な環境整備を行う必要があります。 

 

【推進方針】 

《住宅の耐震化の促進（施策分野：住宅・都市）》 

・昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された住宅等の所有者に対して、耐

震診断や耐震改修工事の必要性を説明する通知の発送、市報や市ホームページへの掲

載、地域地区を絞っての戸別訪問の啓発を行うとともに、国の住宅・建築物安全ストッ

ク形成事業等の補助制度を活用しながら、助成事業の実施と利用拡大に努めます。 

（建設部） 

《多数の者が利用する建築物の耐震化（老朽化対策）の促進（施策分野：住宅・都市）》 

・民間の特定既存耐震不適格建築物の社会福祉施設等の耐震化率は１００％となって

いる一方で、特に共同住宅など特定多数人員収容施設の耐震化率は約７０%と低く、必

要な情報提供等の拡充に努め、さらなる耐震化の促進を啓発します。（建設部） 

《市有建築物の適切な維持管理等（施策分野：住宅・都市）》 

・平成２７年度に策定された「公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画（行政庁舎）」に

おいて、各公共施設の重要性や劣化状況等の個別事情を踏まえつつ、国の定める耐震基準を厳

守し、適切な耐震化を実施します。 

また、耐震化が未了の施設については、施設の廃止又は存続の方針を策定した上で、耐震

化を計画的に実施します。（総務部） 

・耐震化が完了している庁舎等については、防災拠点としての重要な施設であること

から、法定定期点検等を実施するとともに必要な修繕等を行い、庁舎等の維持管理等を

適切に行うほか、今後の必要となる施設を見極めて老朽化の著しい庁舎については建

替えなどの検討も行います。（総務部） 

・防災上重要な医療施設、多数の住民が利用する施設等の耐震化を優先するなど、防災

対策上の重要度・緊急度を踏まえながら計画的に耐震化（耐震診断、建替え、耐震改修、

除却）を実施します。（危機管理部） 
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・学校施設については、非構造部材の状況を調査し、その結果に基づき計画的に耐震化

を推進します。（教育委員会） 

・学校施設等は、日常的に人が集まることや避難施設としての利用度が高く、本市にお

いても耐震化の重要度は高いため、非構造部材の調査結果に基づき、非構造部材の耐震

化の緊急性の高い施設から優先的に耐震化を図ります。（危機管理部、教育委員会） 

《ブロック塀倒壊対策の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・ブロック塀等の実態調査の結果から令和元年度及び令和２年度にブロック塀等の所

有者に除却の必要性を通知しました。それ以降も特に緊急改善が必要なブロック塀の

所有者に対して、毎年度通知し、除却の実施を促しています。ブロック塀が倒壊する前

に除却をしてもらえるように今後も通知及び戸別訪問を実施し、除却の必要性を啓発

していきます。（建設部） 

《狭あい道路の拡幅整備の促進（施策分野：住宅・都市）》 

・狭あい道路の拡幅整備を行うことにより、災害に強いまちづくり及び安全で良好な

市街地の形成と住環境の形成を図り、道路拡幅用地に係る測量、工作物の除却等に要す

る費用の一部を助成し、狭あい道路整備等の促進を行います。（建設部） 

《老朽危険空家等対策の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・令和５年度及び令和６年度の２か年で空き家等の実態調査を行い、令和７年度に「石

巻市空家等対策計画」を改訂し、計画に基づき対策を推進します。（建設部） 

・災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため空き家等の所有者等へ適切な管理の促進

を図ります。（建設部） 

・長期間使用されていない空き家等は老朽化を防ぐため所有者等へ、利活用等の促進

を図ります。（建設部） 

《家庭や企業の出火等防止対策の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・災害に起因する火災による二次災害を防止するため、市民や企業への安全指導、初期

消火活動の啓発等を行います。（危機管理部） 

《消防・救急体制の強化充実（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・災害時に効果的かつ効率的な消火・救助活動を行えるよう、消防署所の防災機能強化

や消防･救急車両、装備の充実強化を推進します。また、消防団活動の拠点となるポン

プ置場や、車両、資機材を計画的に整備します。（危機管理部） 

・各種訓練の実施、関係機関との連携強化により災害対応力の充実、消防力の強化を図

ります。（危機管理部） 

《消防団の持続的な活動の推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・消防団員の確保等には事業所等との協力体制が必要な状況にあるため、引き続き本

市の消防団協力事業所表示制度や学生消防団活動認証制度を活用した入団促進を図り

ます。（危機管理部） 

《防火水槽整備の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・充足率の低い地区を優先に計画的に耐震性貯水槽を整備するとともに、既存の防火

水槽の維持管理を継続します。（危機管理部） 

《災害に備えた市街地構造への取組（施策分野：住宅・都市）》 

・都市計画マスタープランに即した計画的なまちづくりを進め、災害に強い都市構造

の形成を図ります。（建設部） 
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・被害を最小限とするため、木造建築物等の耐震化を促進すると共に、災害時の避難場

所を確保することにより、市街地における防災力の強化を図ります。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・耐震診断及び耐震改修工事の啓発 

・公共建築等防災対策（耐震化） 

・空家等対策 

・木造住宅耐震改修工事助成事業 

・危険ブロック塀等除却事業 

・木造住宅耐震診断事業 

・狭あい道路整備事業 

・消防署所及び消防車両等の整備 

・消防団充実強化 

・消防水利施設整備 

【主な指標】 

・木造住宅の耐震化率：（Ｒ７）９０．１％ →（Ｒ１２）９５．０％以上 

・特定既存耐震不適格建築物の耐震化率：（Ｒ７）７６．８％ → （Ｒ１２）９５％以上 

・危険ブロック塀等除却事業助成件数（単年）：（Ｒ７）１００件 →（Ｒ１２）１００件 

・狭あい道路整備件数（単年）（Ｒ７）４０件 →（Ｒ１２）４０件 
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１－２ 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

施策分野：行政機能・情報通信等、住宅・都市、市土保全、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《津波減災施設の整備》 

・｢石巻市管理漁港の海岸堤防の整備方法について」に基づき防潮堤等の施設を整備し

ています。また、これまで海岸保全施設災害復旧事業及び漁港海岸保全施設整備事業に

より施設整備を推進してきました。 

《避難場所となる公園の整備・長寿命化》 

・平成３０年４月から防災機能を兼ね備えた石巻市総合運動公園（第３工区）の供用が

開始されました。 

・これまで平成２８年策定した「石巻市都市公園施設長寿命化計画」に基づき、災害発

生時の避難所となる公園について、適正な管理による長寿命化を図ってきました。震災

復興事業の完了に伴い、増加した公園を考慮した「石巻市都市公園施設長寿命化計画

（改訂版）」に基づき、引き続き適正な管理による長寿命化を図る必要があります。 

《津波避難施設の整備》 

・津波浸水想定危険区域において津波から住民等の安全を確保するため、「石巻市津波

避難場所整備事業補助金」により整備した民間事業者との協定締結及び市が管理指定

する合計６８施設を指定緊急避難場所である津波避難ビルとして位置付けるととも

に、令和４年５月に県が津波浸水想定を公表した際には各津波避難ビルの避難構造等

の見直しを図ることで、津波避難施設としての安全性を維持しています。さらに、津波

避難ビルの指定等が困難な区域に津波避難タワーを４基整備することで、津波発生時

の緊急避難を可能とし、住民等の安全確保を図ってきました。 

・令和４年５月に宮城県が公表した新津波浸水想定では、東日本大震災時の１.１６倍

の面積が浸水するため高台等に一時避難場所の整備が不可欠となっております。 

 併せて災害時に安全な場所に誘導するため防災サインを設置していますが、新たな

浸水想定が公表されたことに伴い、防災サインの妥当性を早急に再確認し修正する必

要があります。 

《関係機関との連携》 

 ・自らのことは自ら守る「自助」、地域で支え合う「共助」、行政が支援を行う「公助」

の理念のもと、防災意識を更に高め、市民、事業者及び市の防災における責務と役割を

明確にし、災害に強く安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的に平成２６年４

月１日に「石巻市防災基本条例」を制定しました。 

・市教育委員会の各学校に設置している地域防災連絡会に関係機関として参加してお

り、学校・行政区・町内会等と意見交換を通して連携を図っています。 

《災害情報システムの整備・運用》 

 ・東日本大震災の経験を踏まえ、避難所の状況把握と円滑な災害対応を実現させるた

め、避難者や被災者の情報が把握できるシステムの整備や、防災行政無線だけでなく、 

市民が容易に災害情報や支援情報等を得ることができる仕組みを整備することが必要 
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です。 

・緊急のゲリラ豪雨や河川氾濫等に迅速に対応し、市民の安全な避難を促すため、リア

ルタイムで災害情報を収集するためのシステムが必要です。 

《津波避難行動の重要性》 

 ・東日本大震災の経験に基づいて、津波の危険性がある地域と避難場所、避難のために

必要な事項をまとめた「石巻市津波避難計画」を令和５年１０月に改訂し、津波避難行

動の原則を明確にするとともに、中学校区ごとに避難の考え方を示しています。震災後

の総合防災訓練においては、大津波警報発表の想定のもと、市指定の緊急避難場所又は

地域住民で設定した高台等の安全な場所に避難経路の安全を確認しながら避難すると

いった訓練も実施しています。なお、公助に頼らず自助、共助による防災訓練での避難

所運営訓練も各地区で実施しています。  

《学校防災体制の推進》 

 ・「石巻市教育振興基本計画」に基づき、児童生徒が「自分の命は自分で守る」ことが

でき、主体的に行動する力を育成するため、防災教育副読本やクロスロード石巻版を活

用した防災教育の推進や各種災害を想定した実践的な避難訓練などを実施していま

す。 

《震災の記録と伝承》 

 ・本市では、古くから多くの地震と津波に見舞われ、歴史的な教訓があったにもかかわ

らず、東日本大震災では、想定をはるかに超える巨大な津波に襲われ、かけがえのない

多くのものを失いました。 

・今後起こりうる災害から一人でも多くの人が自分自身と大切な人の命を守る行動が

できるよう、被害の状況だけでなく、震災前のことや発災後の対応、復旧・復興への取

組など、様々な事柄を発信し続けることが、最大の被災地である本市の使命と考えてい

ます。 

《下水道等の耐震化・長寿命化等》 

・東日本大震災時には、沿岸部の下水道施設が津波で水没し機能が停止しました。ま

た、浸水、停電、地盤沈下等によるポンプ場の停止や、地震による管路の破損等により、

汚水の溢水が発生したことから、管渠、処理場及びポンプ場の耐震化や耐水化を含めた

浸水対策のほか、老朽化対策に取り組む必要があります。 

         

【推進方針】 

《津波減災施設の整備推進（施策分野：市土保全）》 

 ・今後も海岸堤防、防潮堤及び防波堤並びに高盛土道路等の整備や適正な維持管理を行

い、津波や高潮からの被害軽減を図り、地域住民の生命・財産並びに市土の保全を一層

推進します。（産業部、建設部） 

《避難場所となる公園の整備・長寿命化の実施（施策分野：住宅・都市）》 

 ・石巻市総合運動公園のほか災害発生時の避難場所となる公園については、SNS を利 

 



  15 

用した緊急通報システムによる不具合箇所の把握や新技術の定期点検を行い施設の安

全性を確保するとともに、長寿命化を図ります。（建設部） 

・災害時の公園への避難を考慮し、防災機能の整備を推進します。（建設部） 

《津波避難施設等の整備促進・周知の徹底（施策分野：市土保全）》 

・東日本大震災による津波浸水エリアにおいて整備した津波避難ビル、津波避難タワ

ーのほか、津波防御として整備した堤防や高盛土道路等によるハード面の防災機能を

保全するとともに、令和４年５月に県が公表した津波浸水想定に基づき更新作成した

津波ハザードマップを活用し、津波避難施設の周知及び円滑な避難啓発を継続発信す

ることによるソフト面からの減災対策を推進します。（危機管理部） 

・市民等への周知方法については、令和４年５月に県が公表した津波浸水想定に基づ

き更新作成した津波避難計画により、避難エリア・避難場所等を市ホームページや出前

講座、地域でのワークショップにて、災害時に安全かつ円滑に避難できるよう周知、啓

発を引き続き実施します。（危機管理部） 

・加えて最大クラスの津波災害に備え避難所までの徒歩避難が困難な住民の自動車避

難を円滑に進めるための駐車場の整備及び避難所まで安全に誘導するための防災サイ

ンの妥当性調査及び必要に応じ防災サインの修正整備を実施します。（危機管理部） 

《関係機関との連携推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・石巻市防災基本条例に基づき、３月１１日を含む１週間を「防災週間」とし、防災意

識の高揚や震災伝承を図る防災フェアの事業実施を推進します。（危機管理部） 

・１１月に行う市総合防災訓練のほか、各地区の防災訓練や災害対策に係る活動等で、

関係機関や学校、地域との連携を図ります。（危機管理部） 

《災害情報システムの整備推進・確実な運用（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

 ・気象情報の自動配信、メール・LINE 等を活用した SNS 一斉配信が可能な災害情報伝

達システムを導入します。また、避難所状況の把握については、LoGo フォームを活用

した集約体制を構築しています。（危機管理部） 

・避難所において、みやぎ防災アプリと連携した避難者の受け入れ体制を整備します。

（危機管理部） 

・市内 12 箇所に災害情報収集用カメラを設置し、冠水等の現地状況を把握するととも

に、スマートフォン等から発信される SNS 上の写真・動画情報を災害対応に活用する

ため、ＡＩを用いた災害情報収集システム「Spectee（スペクティ）」を活用します。 

（危機管理部） 

《津波避難行動の促進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・東日本大震災による津波浸水エリアについては、津波避難ビルや津波避難タワーの

整備を図ってきましたが、今後は堤防や高盛土道路等の津波防御のハード整備と組み

合わせた中で、啓発等のソフト面から減災対策を進めます。（危機管理部） 

・令和４年５月に県が公表した津波浸水想定に基づき更新作成した津波ハザードマッ

プを活用し、最大クラスの津波災害に備えた地域ごとの避難所や避難経路及び避難方

法を考慮した津波避難計画の作成支援を引き続き推進します。また、各地域での防災訓

練も支援します。（危機管理部） 
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・ホームページ上にハザードマップ等の GIS 情報を掲載することにより、一人一人が、

各家庭において平時から避難経路や避難方法を検討することを促し、防災意識の向上

を図ります。（危機管理部） 

・災害発生時等において、在宅者で災害情報の入手が困難又は自力若しくは家族の支

援だけでは避難が困難な要配慮者のうち、地域による支援を必要とする者に対し、円滑

かつ迅速な避難支援に努めます。（保健福祉部） 

・妊産婦、乳幼児、児童等に対しては、実情に応じた避難支援に努めます。（保健福祉部）

《学校防災体制・防災教育の推進（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・東日本大震災の教訓を踏まえ、各学校における学校安全マニュアルの点検及び見直

し、防災教育副読本やクロスロード石巻版を活用した防災教育、各種災害を想定した実

践的な避難訓練の実施等により、更なる学校防災体制・防災教育の推進に努めます。 

（教育委員会） 

《震災伝承施設の活用（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

 ・津波被害の痕跡に加え、津波火災の痕跡が残る震災遺構門脇小学校、多くの犠牲者を

悼む慰霊、追悼の場である震災遺構大川小学校、２つの震災遺構の公開を通して、東日

本大震災の事実と教訓を国内外へ発信し続けることにより、記憶を風化させない取組

を推進します。（危機管理部） 

《下水道等の耐震化・長寿命化等の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・ストックマネジメント計画に基づく管渠、処理場及びポンプ場の改築更新と併せて、

耐震化や耐水化を含めた浸水対策を実施していきます。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・津波減災施設の整備（海岸堤防、防潮堤、河川堤防） 

・都市公園整備事業 

・公園施設長寿命化事業 

・津波避難施設等整備 

・津波避難広報の強化 

・ハザードマップ作成事業 

・まちづくりマップ整備事業 

・防災サイン整備事業 

・一時避難場所の整備 

・災害情報発信事業 

・災害対策本部オペレーションシステムの整備 

・災害情報収集システムの整備 

・防災教育充実事業 

・震災伝承の推進 

・下水道ストックマネジメント事業 

・農業集落排水施設機能保全対策事業 

【主な指標】 

・長寿命化計画に基づく公園施設更新施設数（累積）：（Ｒ７）７１施設 →（Ｒ１２）２００施設 
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１－３ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地・集落等の浸水や防災インフラの損壊・

機能不全による死傷者の発生 

施策分野：住宅・都市、環境、市土保全、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《雨水排水対策》 

・豪雨等による道路の冠水や浸水被害が発生していることから、雨水幹線管渠や排水

ポンプ場の計画的な整備を推進するとともに、施設の長寿命化や能力の増強等、雨水排

水機能の向上を図る必要があります。 

・浸水シミュレーションを実施し、水防法に基づく雨水出水浸水想定区域の指定及び

公表をしました。 

・内水ハザードマップの策定及び公表をし、大雨に備えた住民の意識向上に努めていま

す。 

・超過降雨を見据えた浸水リスクの評価、浸水へのハード及びソフト対策を実施する

ため、雨水管理方針の策定を検討する必要があります。 

・東日本大震災により、最も震源に近い地区で１.２ｍ、市街地においても０.７８ｍの

地盤沈下が起こったことにより海抜０ｍ地帯が多くなり、近年の大型台風やゲリラ豪

雨等時には、冠水被害が多く発生しているほか、堤防等の整備に合わせて、内水排除対

策に取り組んできました。 

《下水道等の耐震化・長寿命化等》 

・東日本大震災時には、災害応急マニュアル等の個々の情報が有効に活用されなかっ

たため、汚水処理の迅速かつ効果的な災害復旧体制を構築できなかった。また、未曽有

の大災害であったことから、非常時対応の人員や資材等に大きな制約が生じた上、その

配分についてもルール化されておらず、下水道システムの機能回復に時間を要した。こ

うした事案を踏まえ、災害時にも処理機能を維持するためのハード対策及び災害に強

い施設の整備に引き続き取り組む必要があります。 

・災害に強く早急に復旧可能な合併処理浄化槽については、今後も単独処理浄化槽か

らの転換を進める必要があります。 

・農業集落排水については、多くの地区で経過年数が長期化しており、強い地震や近年

多発する豪雨災害等でも機能停止を可能な限り防止し、被災しても、早急に機能回復を

図る必要があります。老朽化施設については、限られた予算の中で、修繕・更新等によ

り長寿命化を図る必要があります。 

・漁業集落排水については、東日本大震災からの復旧・復興事業により、月浜・侍浜地

区で汚水処理を再開しており、これらの施設については、機能保全計画に基づく修繕・

更新等により、長寿命化を図る必要があります。 

《河川氾濫対策》 

 ・近年、地球温暖化を一因とする気候変動及びその影響により、短期間の記録的な豪雨

や大型化する台風による暴風や豪雨が全国各地で頻発しており、本市においても、令和

元年東日本台風では、河川、水路から市街地への浸水被害が発生しました。 
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・流下阻害となる堆積土砂や支障木の除去など、適正な河道断面を確保する適切な河

川管理をしていく必要があります。 

《洪水ハザードマップの活用》 

 ・令和２年に洪水ハザードマップを作成して以降、宮城県の管理河川の洪水浸水想定区

域図が示され、令和３年に災害対策基本法の改正に伴う避難情報が見直しされたこと

から、当該箇所を市民に周知するため洪水ハザードマップを改正し、令和７年４月に全

戸配布しています。 

《地球温暖化対策》 

 ・地球温暖化による豪雨や干ばつなど異常気象の増加は、産業活動等に伴って排出され

る人為的な温室効果ガスが要因と考えられており、今後においても私たちの生活基盤

に大きな影響を与えることが懸念されていることから、地球温暖化対策を強力に推進

する必要があります。 

《避難路等の確保》 

 ・令和元年東日本台風では、市内のいたるところで浸水被害を受け、指定避難所への避

難を余儀なくされました。今後も起こりうる浸水被害に備え、公共の指定避難施設の強

化・充実の一環として、避難を安全かつ迅速に行うための避難路等を整備する必要があ

ります。 

《農業用ため池の対策》 

・現在本市では、農業用水の供給の用に供される貯水施設である「農業用ため池」が

７８箇所、その中の１９箇所が「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在

し、人的被害を与える恐れがあるため池」であることから「防災重点農業用ため池」と

して位置づけされています。 

・「農業用ため池」には、現在、受益地がなくなるなどの理由で農業用の利用を廃止し

ても、堤体が残っており、適切な管理が行われず大雨の際に被害を及ぼす恐れがあるよ

うな箇所については、廃止に向けて水路等の整備をするなどの見直しを行っていく必

要があります。 

 

【推進方針】 

《雨水排水対策の推進（施策分野：住宅・都市）》 

 ・雨水排水対策として、計画降雨規模の排水ポンプ場、雨水幹線管渠を整備するととも

に、完成までの期間は、仮設ポンプや移動式パッケージポンプにて対応します。（建設部） 

・農村地域の浸水対策については、排水機場や排水路等の耐震化や排水処理機能強化

を図るため施設管理者との連携を図ります。（産業部、建設部） 

・浸水シミュレーションの結果に基づき、大きな被害が想定される浸水箇所の解消等、

今後のハード対策に活用します。（建設部） 

・超過降雨を見据えた浸水リスクの評価、浸水へのハード及びソフト対策を実施する

ため、雨水管理方針を検討します。（建設部） 
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《内水ハザードマップの周知（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり》 

 ・必要に応じて、内水ハザードマップを改訂及び公表し、平常時からの防災意識の向上

や住民の自助・共助を推進します。（建設部） 

《下水道等の耐震化・長寿命化等の推進（施策分野：住宅・都市））》 

・ストックマネジメント計画に基づく管渠、処理場及びポンプ場の改築更新と併せて、

耐震化や耐水化を含めた浸水対策を実施していきます。（建設部） 

・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進めるため、循環型社会形成推進交

付金制度を有効に活用して計画的な整備を進めていきます。（建設部） 

・農業集落排水について、施設の耐震化及び被災時の早期復旧が可能となるよう所要

の対策を講じるとともに、機能診断、最適整備構想の策定、適時・適切な修繕又は更新

などの長寿命化に取り組んでいきます。（建設部） 

・漁業集落排水について、漁村整備事業及び農山漁村地域整備交付金を活用した適時・

適切な修繕又は更新などの長寿命化に取り組んでいきます。（建設部） 

《治水対策の推進（施策分野：市土保全）》 

 ・河川や水路等については、堆積土砂の撤去や支障木の除去など、適正な河川管理や防

災機能維持のための維持管理に努めていくとともに、大規模な改修が必要な水害対策

は、国、県と連携を図りながら進めます。（建設部） 

・国、県管理河川については、水害対策促進に向け、河川管理者との連携を図ります。

（建設部） 

《洪水ハザードマップの周知（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり》 

 ・洪水ハザードマップの配布を継続するとともに、市ホームページ上で電子データによる

ハザードマップを公開するなど、周知活動を継続して災害発生時の被害軽減を図ります。

（危機管理部）  

・必要に応じて、内水ハザードマップを改訂及び公表し、平常時からの防災意識の向上

や住民の自助・共助を推進します。（建設部） 

《地球温暖化対策の推進（施策分野：環境）》 

 ・家庭や事業所における太陽光発電システム等の設置に係る支援に努め、温室効果ガス

排出の低減を進めます。（市民生活部） 

《避難路等の機能強化、環境整備（施策分野：住宅・都市）》 

 ・指定避難所までの避難路となる市道のうち、狭あいや交差点形状等により、避難時の

安全性や円滑な避難の確保が困難な路線について、避難路としての機能強化、環境整備

を図ります。（建設部） 

《防災重点ため池等の対策の推進（施策分野：市土保全）》 

・県と協力し、緊急連絡体制の整備やため池の浸水区域図の作成、公表を行い、緊急時

の迅速な避難行動に繋がる対策を進めます。（危機管理部、産業部） 

・ため池の浸水想定区域図を踏まえ、浸水想定区域内の家屋、公共施設の調査から、影

響度の判定を行い、優先度の高いため池から、ハザードマップ作成、豪雨、地震に対応

する補強対策等を行います。（危機管理部、産業部） 
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【主な事業・取組】 

・雨水排水施設整備事業 

・農業水利施設改修事業 

・ため池等整備事業（用排水施設整備工事） 

・防災重点農業用ため池の対策 

・農業用ため池の耐震化 

・一般下水路整備事業 

・下水道ストックマネジメント事業（再掲） 

・合併処理浄化槽設置補助事業 

・公共浄化槽等整備推進事業 

・農業集落排水施設機能保全対策事業 

・河川整備改修 

・地球温暖化対策 

・太陽光発電等普及促進事業 

・避難路等の整備 

【主な指標】 

・再生可能エネルギーによる発電量（単年）（１０ｋＷ未満）： 

（Ｒ７（Ｒ５時点））３４，９３８ＭＷｈ → （Ｒ１２（Ｒ１０時点）６４，６２０ＭＷｈ 

・防災重点農業用ため池緊急整備事業進捗率：（Ｒ７）２５％ → （Ｒ１２）１００％ 

・浄化槽のうち合併処理浄化槽の設置率：（Ｒ７）６７．９％ → （Ｒ１２）増加 
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１－４ 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

施策分野：市土保全、リスクコミュニケーション・地域づくり 

  

【脆弱性評価結果】 

《土砂災害防止対策》 

 ・市内の土砂三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法)に基づく指定区域の災害防

止は県が事業主体となり、対策工事が行われています。今後、新たに指定される区域の

ほか、それ以外にも土石流の発生する恐れのある危険渓流や、がけ崩れの発生する恐れ

のある急傾斜地等が多く存在します。 

・土砂災害防止法に基づく指定区域（土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域）につ

いて、ハザードマップによる注意喚起や避難体制の整備等のソフト対策を行い、災害発

生時の被害軽減を図ってきました。 

《土砂災害ハザードマップの活用》 

 ・令和７年４月に全戸配布した洪水ハザードマップに、土砂災害警戒区域及び土砂災害

特別警戒区域の新規指定箇所地域を記載し、令和６年５月に宮城県が新たに公表した

土砂災害調査予定箇所も記載したほか、市ホームページ上で公開している電子データ

版ハザードマップにも同様の表示を行うことで、危険箇所の周知を推進してきました。 

《がけ地近接等危険住宅移転事業の活用》 

・土砂災害特別警戒区域内、宮城県建築基準条例第５条第１項に規定する建築制限区

域内に存する既存不適格住宅、災害危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域等にある危険

住宅の除却並びに代替住宅の建設等に要する経費を補助し、被害の軽減を図る必要が

あります。 

《大規模盛土造成地の把握》 

・近年、全国的に大地震が発生した際、大規模に盛土造成された宅地にて地滑り的変動

（滑動崩落）等による被害が発生しており、本市においても大規模盛土造成地（谷埋

型）が、関ノ入地区１団地（３箇所）存在しています。 

 

【推進方針】 

《土砂災害防止対策の推進（施策分野：市土保全）》 

 ・土砂三法に基づく指定区域として新たに指定される区域のほか、土石流の発生する恐

れのある危険渓流やがけ崩れの発生する恐れのある急傾斜地等について、災害発生時

に迅速な対応ができるよう、県と連絡調整を図り防災対策に努めます。 

（危機管理部、建設部） 

・土砂災害警戒区域は、県が基礎調査を行い指定していますが、災害が発生した場合に

ついては迅速な対応がとれるよう、県と連携を図りながら対策を講じます。 

（危機管理部、建設部） 
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《土砂災害ハザードマップの周知（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・土砂災害警戒区域等を示すハザードマップを市ホームページ上で公開することによ

り、危険性の高い地域について周知を図るほか、今後適宜、情報の更新を行います。 

（危機管理部） 

・土砂災害警戒区域等に指定される地域については、県主催の地域住民向け説明会の開

催により周知しており、今後も情報発信を継続し、災害発生時の被害軽減を図ります。

（危機管理部） 

《がけ地近接等危険住宅移転事業の周知（施策分野：市土保全）》 

・ホームページ、市報等により、補助制度の周知を図ります。（建設部） 

《大規模盛土造成地の現地把握（施策分野：市土保全）》 

・宮城県が実施した造成年代調査（第１次スクリーニング）の結果を基に、大規模盛土

造成地の存在が確認された関ノ入地区１団地（３か所）について変動予測調査（第１．

５次スクリーニング）を令和４年度に実施したところ、早急的に第２次スクリーニング

を実施する必要性は低い結果となりました。今後は、当該３か所について定期的な経過

観察を実施し、盛土の常時湧水や危険性を伴う異常を確認した場合は、改めて第２次ス

クリーニングの実施を検討します。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・土砂災害対策 

・県営事業急傾斜地対策事業 

・ハザードマップ（土砂災害）作成事業 

・がけ地近接等危険住宅移転事業 

・住宅耐震化推進事業 
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事前に備えるべき目標：（２）救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被

災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することによ

り、関連死を最大限防ぐ 

２－１ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災による救助・救急活動等の絶対的不足 

施策分野：行政機能・情報通信等、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《地域総合防災力の向上等》 

・東日本大震災クラスの大規模災害時には、行政のみでの対応は限界が生じることか

ら、地域での共助による取組が必要不可欠であり、自主防災組織の活動を支援するため

の各種補助金交付や災害時に地域での防災活動の中心的担い手の育成を図る目的で、

防災士養成講座を開催し地域防災力の向上を図ってきました。 

《関係団体との応援協力の確保》 

・東日本大震災以降、様々な災害時応援協定を関係機関、各種団体、事業者等と締結し

てきました。今後は感染症への対応や復興事業の完結によるハード整備による本市に

もたらす効果を検証しながら、必要な災害時応援協定を締結していく必要があります。 

 

【推進方針】 

《地域総合防災力の向上等の取組強化（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・自主防災組織への支援や防災士等の育成といった地域防災力の向上の取組を引き続

き推進するとともに、各種講座や講習会を通じて、市民の自助、共助による取組を推進

します。また、地域防災の活動に熱心な関係団体との応援協力体制を確保し、平時から

の連携強化を推進します。（危機管理部） 

《相互援助体制の整備推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

 ・大規模災害時には、行政だけでは災害応急対策の実施が困難となる場合があるため、

引き続き地域の自主防災組織との連携や関係団体等と応援協力協定を締結するなど、

応援体制を構築します。（危機管理部） 

 

【主な事業・取組】 

・総合防災訓練の実施 

・地域における防災力の強化 

・相互援助体制の構築 

・応援協定に関する協定締結 

【主な指標】 

・総合防災訓練と個別訓練の実施回数（単年）：（Ｒ７）２回 → （Ｒ１２）２回以上 

・相互応援協定締結数：（Ｒ７）１７件 → （Ｒ１２）維持 
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２－２ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災・支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺 

施策分野：保健医療福祉、交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《災害時の医療体制の整備》 

・ライフラインの途絶等で医療機関の多くが機能を失い、多くの市民が市内各地の避

難所に訪れ、医療専門のスタッフ不足も重なり、混乱をきたすことが懸念されるため、

関係機関と事前に役割分担を明確にしておくことが求められています。 

・市立病院は、第２次救急医療機関でありましたが、津波で甚大な被害を受け、診療不

能に陥りました。市内の診療所も、約半数が診療休止に追い込まれました。津波の被害

がなく、電気や水道の途絶からも免れた石巻赤十字病院は、必然的に災害医療の前線基

地の役割を担うことになりました。 

《重要医療施設への上水道の途絶》 

・東日本大震災においては、大きな被害を免れた石巻赤十字病院が石巻医療圏の災害

救助拠点病院となりましたが、管路の復旧までには時間を要することとなったことか

ら、水道水の確保に関する連携を図る必要があります。 

《医療支援ルートの途絶》 

・医療機能を維持するためには、従事者の移動や物資供給を支えるルートの確保が必

要であります。 

 

【推進方針】 

《災害時医療連携の推進（施策分野：保健医療福祉）》 

・災害時の保健医療を調整する機能をもった組織を立ち上げ、県（保健所）や災害拠点

病院（石巻赤十字病院）、地元医師会、薬剤師会等と連携し、医療救護体制を構築する

とともに、関係部局と協力し、ＤＭＡＴや県派遣の医療チームの迅速な受入体制の整備

を推進します。（保健福祉部、病院局） 

・被災により負傷した傷病者等の受入れ、トリアージ、加療及び他の医療機関への搬送

等の災害時の医療救護活動に積極的に対応します。（保健福祉部、病院局） 

・医療従事者をはじめ院内で業務に従事する職員に対する大規模災害を想定した訓練の

定期的な実施等により、大規模災害時においても医療を継続できる体制を構築します。

（病院局） 

《重要医療施設への上水道供給の確保（施策分野：保健医療福祉）》 

・石巻赤十字病院からの要請により令和２年８月７日に、「災害時における水道水の供

給に関する協定書」を締結したことから、可能な範囲での給水協力や管路の優先復旧に

努めます。また、管路の積極的な耐震化に努めます。（広域水道企業団） 
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《医療支援ルートの確保（施策分野：交通・物流）》 

 ・医療機能の維持ため、従事者の移動や物資供給を支える道路橋りょうの整備、耐震対

策のほか、道路施設の維持修繕等の道路防災対策を推進します。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・災害医療体制の整備 

・上水道対策事業 

・道路ストック長寿命化事業 

・上水道供給の確保対策 

・交通ネットワークの整備 

【主な指標】 

・上水道給水普及率：（Ｒ７）１００％ → （Ｒ１２）維持 

・道路ストック長寿命化事業点検実施率：（Ｒ８）１８．２％ → （Ｒ１２）１００％ 
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２－３ 劣悪な生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理

状態の悪化による死者の発生 

施策分野：保健医療福祉、環境、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《多数の避難者の長期間集団生活》 

 ・避難所における集団生活の中で、生活環境の悪化に伴い、被災者の感染症に対する抵

抗力の低下などにより季節性インフルエンザ、食中毒等の感染症のリスクが高まりま

す。また、エコノミークラス症候群、生活不活発病などになりやすく、心身に不調をき

たす被災者が多数発生することが見込まれることから、平時から感染予防対策などの

普及啓発を行っていく必要があります。 

・大規模災害時においては、地震や津波の直接体験や住居を失うなど生活環境が激変

し、避難所での不自由な生活を長期間強いられることから、被災者等が精神的にも不安

定になる方が多数発生することが見込まれます。 

・震災等の非常時には、共助・互助の理念のもと、町内会・自治会を主体とした助け合

いが実践されますが、特に、日本語に不慣れな外国人については、コミュニケーション

不足により、支援の手が届きにくいことがあります。 

・外国語を母国語とするため、避難情報の入手、伝達もさることながら、避難行動や避

難生活に困難を抱えやすい状況にあります。 

・各種イベントやセミナーを通じ、男女共同参画への理解は進んできているものの、性

差に関する偏見や慣行は根強いものがあり、特に震災時は、避難所運営への意思決定

等、女性の視点が反映されにくい場合が多くあります。 

《避難所での生活環境》 

 ・新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ-１９）の感染症等に係る避難所での対応について

は、多くの避難者が訪れ、密になりやすく、被災者はもちろん、運営スタッフにも感染

のリスクがあるため、感染拡大防止策を徹底することが極めて重要となっています。 

《自宅避難者の生活環境》 

・自宅避難における感染症等の防止には、市民一人一人の予防の取組が最も重要であ

ります。 

 

【推進方針】 

《避難所運営体制の整備推進（施策分野：保健医療福祉）》 

 ・避難所運営については、避難所開設マニュアルを作成したことから、職員に対し説明

会の開催及び実動訓練の実施に取り組みます。（危機管理部、保健福祉部） 

・避難所において新型コロナウイルス感染症等の感染防止に対応するため、担当する

職員を増員するとともに、感染症対策に努め、適切に医療につなぎます。（保健福祉部） 

・発熱等のある避難者については、一般避難者とは別の専用スペースに誘導し、テント

型パーテーションにて感染防止に取り組みます。（危機管理部、保健福祉部） 

・平常時から担当職員を指定し、発災時に直接参集することで、避難場所受入態勢の整

備を図り、迅速に避難所を開設できる体制を整えます。（保健福祉部） 
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《様々な避難者への配慮（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

 ・災害発生時に指定福祉避難所である「ささえあいセンター」を円滑に開設・運営でき

るよう福祉避難所の運営訓練を重ねながら、必要に応じて開設運営マニュアルを更新

していくほか、福祉避難所の協定を締結する社会福祉法人等と連携を深めていきます。

（保健福祉部） 

・外国人が住む地域は少なくないが、難しい日本語を習得できていない場合が多く、生

活習慣の違いなど、コミュニケーションをとることが難しいことから、地域防災の一員

として、共助・互助の理念を共有するためには、避難行動や災害情報の伝達方法等、相

談窓口を通じた情報提供のほか、地域活動を通じた日頃のコミュニケーションや、地域

住民の理解向上、支援機関との連携等、外国人住民の支援を推進します。（復興企画部） 

・言語、生活習慣、防災知識、意識の異なる外国人や旅行者等が、災害発生時に迅速か

つ的確な行動がとれるよう環境整備に努めます。（復興企画部） 

《男女共同参画の推進（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

 ・震災時、避難所運営の意思決定等に女性の視点が反映されにくかった状況を踏まえ、

災害時の様々な場面に男女共同参画の視点を反映させます。（復興企画部） 

・地域の防災力向上には、地域住民すべての個人が、対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されるという男女共同参画の

視点が必要であり、男女共同参画の推進に向け、地域や家庭、学校、職場における理解と連

携が欠かせないことから、関係者間の調整や協力できる体制構築を図ります。（復興企画部） 

《避難者への保健衛生活動（施策分野：保健医療福祉）》 

 ・県、関係機関と連携し、災害発生後に避難者の健康悪化を予防するため、適切に医療

や福祉避難所等につなぎ、必要に応じて健康調査や個別訪問を行うとともに定期的に

避難所を巡回する健康相談体制を推進します。（保健福祉部） 

・避難所での感染症や熱中症の予防、メンタルケア、口腔ケア、栄養等に関する保健指

導、健康教育について、妊婦等の要配慮者等へ配慮し実施します。（保健福祉部） 

《被災者のこころのケアの推進（施策分野：保健医療福祉）》 

 ・県（保健所）、関係機関と連携し、避難所での厳しい生活の長期化による強度の不安、抑う

つ、イライラ等のストレスやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に対応するため、専門職

による精神医療チームの派遣調整や心の健康相談等の実施体制を確保します。（保健福祉部）

《避難所における感染症対策（新型コロナウイルス含む）の推進（施策分野：保健医療福祉）》 

 ・県（保健所）の協力のもと、感染予防策などの課題を事前に整理し、避難所を円滑に

運営するため、防災や福祉など関係部局との連携強化を推進します。（保健福祉部） 

・基本的な感染対策に必要なマスクやアルコール消毒液等の備蓄を図ります。（総務部） 

《水害発生時の防疫対策の推進（施策分野：環境）》 

 ・被災した居住地の生活環境を確保するため、水害時に浸水等で消毒が必要となった世

帯へ消毒薬剤等を配布します。（市民生活部） 

 

【主な事業・取組】 

・避難所運営体制の整備 

・要配慮者への支援推進 

・男女共同参画の視点の取組 

・避難者への心と身体のケアの推進 

・心のケア事業 

・防疫対策の推進 
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【主な指標】 

・心のケア事業相談件数（単年）：（Ｒ７）７，０００件 → （Ｒ１２）６００件 
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２－４ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

施策分野：行政機能・情報通信等、交通・物流、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《物資の確保》 

・東日本大震災発災においては、食料や生活物資の不足が課題となりました。 

・「石巻市災害時備蓄計画」を策定し、非常時持出し品を持ち出せなかった避難者のため

に、避難所となる公共施設等に備蓄食糧のほか、各種備蓄品を配備してきました。 

・避難所における食生活の向上と保存食の多様化を踏まえた備蓄品目の選定について

も配慮する必要があります。 

・国や県の指針に基づき、食料だけでなく、ダンボールベッドやパーテーション、トイ

レ、風呂など、避難所における生活環境の改善に努める必要があります。 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症まん延時には、国においては、安全が確保され

る場合は避難場所に行かず自宅に留まることも推奨しており、家庭内備蓄等の推進を

図る必要があります。 

・市民による備蓄については、広報用チラシでの啓発活動のほか、防災研修会において

家庭内備蓄の重要性について啓発しています。また、地域の備蓄は自主防災組織が中心

になり、市の補助金を活用し整備しています。 

《物資供給（拠点・手段）の確保》 

 ・物資の在庫管理業務、仕分け業務については、専門的ノウハウが必要となるため、ノ

ウハウを有する民間事業者と災害時における協力協定を締結しています。 

・物資の集配業務については、数多くの避難所への集配を滞りなく行う必要があるた

め、（公社）宮城県トラック協会石巻支部や運送事業者と緊急物資の輸送に関する協定

を締結しています。 

《国・県・民間事業者との連携》 

 ・円滑な物資供給のためには、国、県、民間事業者と連携する必要があります。現在、

コンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、飲料水メーカー

等と災害時における協力協定の締結を進めています。 

 

【推進方針】 

《自助・共助・公助による物資（備蓄）の確保（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・国、県に対しては、地震等による大規模な災害が発生した際、緊急に物資を調達する

必要があると認められるときは、保有する物資等の供給をしてもらえるよう連携体制

を構築します。（危機管理部、産業部） 

・石巻市災害時備蓄計画に基づき、市内の避難所に備蓄食糧を計画的に備蓄、更新する

とともに、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえた備蓄品目の選定について

も配慮に努めます。（危機管理部） 
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・自助、共助を基本に、市民による日頃からの家庭内備蓄や地域の住民で組織する自主防

災組織等による地域内備蓄を推進するとともに、市民、自主防災組織、事業所等と協力し、

日頃からの備えや災害時の適切な対策を講じることができるよう体制を強化します。 

（危機管理部） 

・大規模災害時等による長期間の避難生活が必要な場合は、協定締結団体等と協力し、

ダンボールベッドやパーテーション、トイレ、風呂などにより避難所における生活環境

の向上を図ります。（危機管理部） 

《防災拠点の整備推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

 ・物資の在庫管理業務、仕分け業務及び集配業務について、専門的ノウハウとマンパワ

ーを有する民間事業者へ委託するなど、円滑な物資集配の実施を図ります。（産業部） 

・物資集約拠点として、石巻市総合運動公園又は桃生総合センターに開設することと

し、衛星電話等の通信手段の確保や安定した電力、各種事務機器等が利用できる事務所

の整備に努めます。（危機管理部） 

《物資の供給手段の確保（施策分野：交通・物流）》 

 ・国、県、民間事業者と連携し、円滑な物資供給体制を構築します。（産業部） 

・民間事業者との連携については、災害支援協定締結を進め、企業から調達する物資の

品目・数量・調達時期等に関する調整を行い、市内の避難所の状況に即した支援体制の

維持向上を図ります。（産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・総合防災訓練の実施（再掲） 

・災害時備蓄の推進 

・家庭、地域内備蓄の推進 

・物資集配拠点の整備 

・物資の安定供給の確保 

・企業及び団体等との災害協定の締結 

【主な指標】 

・総合防災訓練と個別訓練の実施回数（単年）（再掲）：（Ｒ７）２回 → （Ｒ１２）２回以上 

・物資供給に関する協定締結数（維持）：（Ｒ７）１７件 → （Ｒ１２）維持 
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２－５ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

施策分野：行政機能・情報通信等、交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《孤立地域居住者の安全確保》 

 ・離島のため孤立が想定される網地島及び田代島にはヘリポートを整備し、孤立地域解

消のための対応として、ヘリコプターが安全に離発着できるよう関係機関等と連携し

て訓練を随時実施してきました。 

《陸上ルート等の途絶》 

 ・道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となり孤立地域が発生した場合は、

国、県等の関係機関と連携し、速やかに応急復旧や道路啓開を行う必要があります。 

・アクセスルートが１箇所しかない地域では救助救援が困難となることから、複数の

ルートを確保する必要があります。 

《孤立地域の通信の途絶》 

 ・東日本大震災では津波被害区域において多数の集落が孤立しており、今後も災害によ

る道路の寸断や冠水などによって孤立地域が発生する可能性があるため、平成２５年

に災害時に孤立の恐れがある離島や集落に対し衛星携帯電話を配備しています。 

 

【推進方針】 

《孤立地域居住者の安全確認及び救援・救助訓練の実施（施策分野：行政機能、情報通信等）》 

・孤立地域は、離島に限らず、半島沿岸地域も該当するため、新たなヘリポートの整備

を進め、救助に必要な装備の充実を図るとともに、平時から国、県等の関係機関と更な

る連携強化に努めます。（危機管理部） 

《道路啓開等の実施や複数避難支援ルートの整備（施策分野：交通・物流）》 

・道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となり孤立地域が発生した場合は、

国、県等の関係機関と連携し、速やかに応急復旧や道路啓開を行います。（建設部） 

・アクセスルートを複数確保するため、災害に強いルート選定や道路構造を検討し、 

代替ルートの整備を推進します。（建設部） 

《孤立地域の通信の確保（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・既に配備している衛星携帯電話のほか、災害協定を結んでいる通信事業者からの通

信機器、総務省が災害時に無償貸与する衛星携帯電話等を活用し、通信が途絶しない環

境を構築します。（危機管理部） 

 

【主な事業・取組】 

・ヘリポート整備事業 

・道路ストック長寿命化事業（再掲） 

・孤立回避のための道路整備 

・通信手段の確保 

【主な指標】 

・ヘリポート整備設置箇所数：（Ｒ７）２５箇所 → （Ｒ１２）維持 
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・道路ストック長寿命化事業点検実施率（再掲）：（Ｒ８）１８．２％ → （Ｒ１２）１００％ 
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２－６ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

施策分野：環境 

 

【脆弱性評価結果】 

《災害発生後の疫病対策》 

・大規模災害が発生した場合、津波流出物等により生活環境が悪化し衛生害虫が異常

発生することから、薬剤等の散布による防疫活動により衛生環境の向上が求められます。 

《新型コロナウイルス感染症対策等における避難所運営》 

 ・新型コロナウイルス感染症等の感染症まん延時に災害が発生、避難所を開設すること

となった場合は、感染拡大を防止するための対策の徹底が求められます。 

 

【推進方針】 

《防疫活動の強化（施策分野：環境）》 

 ・災害時において、津波流出物等による害虫等の発生などの衛生課題に対し、防疫活動

体制の強化、関連資機材の充実に努めます。（市民生活部） 

《新型コロナウイルス感染症等の対策における避難所運営対策（施策分野：環境）》 

 ・新型コロナウイルス感染症等の感染症まん延時に災害が発生した場合は、避難所にお

ける感染症対策を徹底するため、「新型コロナウイルス対応下の避難所運営」に基づ

き、避難者スペース確保（１人当たり４㎡）や発熱、風邪症状等のある避難者に対する

専用スペースを確保するなど、感染症拡大防止に努めます。（危機管理部） 

 

【主な事業・取組】 

・鼠族・昆虫等駆除事業 

【主な指標】 

・感染症発生件数：（Ｒ７）０件 → （Ｒ１２）維持 
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事前に備えるべき目標：（３）必要不可欠な行政機能を確保する 

３－１ 市の職員及び施設等の被災による機能の大幅な低下 

施策分野：行政機能・情報通信等 

 

【脆弱性評価結果】 

《庁内の災害対応体制》 

・「石巻市地域防災計画」及び東日本大震災の津波浸水実績などを踏まえ策定した「石

巻市津波避難計画」において、自己の安全を確保した上で指定された職員が直近の市施

設に参集することとし、応急対策に当たっています。 

《業務継続体制の整備》 

 ・大規模災害の発生により、利用できる資源が極めて制限されるような状況下におい

て、市民の生命、身体、財産を守り、安全安心を確保するため、災害対応などの業務を

適切に実施する必要があります。 

・優先的に実施すべき業務をあらかじめ定め、必要な資源の継続的な確保、定期的な点

検等を実施し、計画の評価・検証等を踏まえた業務継続計画の改訂を行います。 

《庁舎等の災害対策》 

 ・庁舎内を日常的に確認、把握しておく必要があります。 

・庁舎は不特定多数の来庁者があることから、機能の維持及び防災設備等を含めた設

備全般も適切に点検が必要となります。 

・災害時の避難経路確保等、各部署において確認が必要となります。 

 

【推進方針】 

《庁内の災害対応体制の推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・大規模災害発生時の災害応急対策及び通常業務の継続に関する事項を定める業務継

続計画の策定しており、非常時優先業務等について、更に内容を精査した上で定期的な

見直しを行い、自然災害に対する業務継続の実効性を高めます。（危機管理部） 

《業務継続計画の推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・行政組織、人員配置などは今後変更が見込まれるため、非常時優先業務選定等の計画

内容や被害想定については適宜更新します。（総務部） 

《庁舎等の災害対策の推進（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・庁舎内を日常的に確認し、機能の維持及び防災設備等を含め点検を行うほか、災害時

の避難経路を確保します。（総務部） 

 

【主な事業・取組】 

・石巻市災害時危機管理業務継続計画（ＢＣＰ）の改訂 

・公共建築物等防災対策 

・総合防災訓練の実施（再掲） 

【主な指標】 

・総合防災訓練と個別訓練の実施回数（単年）（再掲）：（Ｒ７）２回 → （Ｒ１２）２回

以上  
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事前に備えるべき目標：（４）経済活動を機能不全に陥らせない 

４－１ サプライチェーンの寸断等による企業活動の低下 

施策分野：産業構造 

 

【脆弱性評価結果】 

《企業の防災対策》 

・令和４年度に県が実施した県内企業の実態調査（民営事業所から抽出した２，０２３

社、回答企業６６２社、回答率３２，７２％）において、ＢＣＰを「既に策定してい

る。」、「策定中である。」という企業は５１．５％であり、震災前の平成２２年調査の２

７％から見ると大幅に増加しています。策定済だけの割合を見ると、１６.４％から３

９.３％と２倍以上となっていますが、業種により策定状況にばらつきがあります。 

 

【推進方針】 

《市内企業における事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進（施策分野：産業構造）》 

 ・策定を行った企業の状況を見ますと、被害想定の決定や策定方法に関する知識、策定

に充てる人材、コスト等の課題が挙げられることから、県と連携し、国、県のガイドラ

インを活用するなど、今後もＢＣＰの策定、企業等の防災体制の確立を支援します。 

（危機管理部、産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・市内企業における事業継続力の強化 
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４－２ 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

施策分野：行政機能・情報通信等、環境、産業構造、交通・物流、 

 

【脆弱性評価結果】 

《危険物製造所・保管施設等の安全対策》 

・危険物施設からの石油類等の危険物の流出及び火災の発生により、被害が拡大する

恐れがあります。 

・危険物、高圧ガス、火薬類による災害の発生及び拡大を防止するため、事業者の自

主保安体制の強化、緊急時体制の整備を促進する必要があります。 

《環境基準の超過》 

・大規模災害により、大気環境や水環境への重大な影響が考えられます。 

《毒物・劇物の流出》 

・油漏れや有害物質の流出の事故が発生し、河川へ流出した場合や浸水区域に流出し

た場合は大規模な拡散につながるため、迅速な対応が必要になります。 

《女川原子力発電所の被災》 

・本市は、東北電力株式会社女川原子力発電所に係る原子力災害対策の基本となる計

画として、「石巻市地域防災計画〔原子力災害対策編〕」を策定し、原子力災害の発生

及び拡大を防止し、復旧を図るために必要な対策について、防災関係機関がとるべき

措置を定めています。また、原子力災害発生時に住民の避難等を安全かつ確実に実施

するための計画として、「原子力災害時における石巻市広域避難計画」を策定し、住

民等の市域を越える広域的な避難措置、屋内退避の判断基準、避難先、避難経路、避

難手段等について定めています。また、内閣府が中心となり計画を図や表で分かりや

すくした「女川地域の緊急時対応」を取りまとめています。これらの計画は、適宜必

要な見直しを行うこととしており、今後も引き続き実効性を高めていくこととしてい

ます。 

 

【推進方針】 

《危険物製造所・保管施設等の安全対策の指導強化（施策分野：産業構造）》 

・大規模自然災害発生時における危険物施設からの石油類等の危険物の流出及び火災

の発生を防止するために、ガイドライン等を活用するなど、関係事業者に対する指導の

強化や予防思想の徹底など、自主保安体制の強化について、普及、啓発を図ります。 

（危機管理部、産業部） 

《環境調査の実施（施策分野：環境）》 

・被災後、速やかに大気汚染や水質汚染の影響把握等を実施します。（市民生活部） 

《有害物質等の流出防止対策の推進（施策分野：環境）》 

・有害物質の拡散、流出防止のため、緊急連絡体制の整備による速やかな情報収集と復

旧に対する横断的な体制を確立します。（市民生活部） 
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《避難計画に基づく訓練実施等（行政機能・情報通信等）》 

・原子力災害発生時における、本市、関係市町、県、国及び原子力事業者等の防災体制

や相互連携にかかる実効性を確認するほか、避難計画やマニュアル等に基づく手順を

確認するとともに、関係機関やその要員における原子力防災技術の向上や原子力防災

に係る住民の理解促進を図るために、宮城県原子力防災訓練を実施します。 

（危機管理部） 

・住民の屋内退避・避難等の防護措置の実践や、わかりやすい資料の提示、説明により、

段階的な防護措置、各地域及び施設における屋内退避・避難の重要性やその手順等につ

いて理解の促進を図ります。（危機管理部） 

《避難路の確保（施策分野：交通・物流）》 

・原子力発電所周辺域においては、緊急時における避難のため、避難道路の整備を促進

します。（危機管理部、建設部） 

・県道４１号女川牡鹿線「大谷川浜小積浜工区」のトンネルや県道２号石巻鮎川線「風越

Ⅲ期」のほか、「名振尾ノ崎間」の道路整備を県に要望するほか、国に対しても、県への財

政的支援又はサポートを強力かつ着実に推進されることを要望します。 

（危機管理部、建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・危険物製造所等の事故防止対策 

・環境調査 

・有害物質等の流出防止対策 

・原子力防災訓練の実施 

・道路ストック長寿命化事業（再掲） 

・避難経路の整備 

・道路管理の充実 

【主な指標】 

・原子力防災訓練実施回数（単年）：（Ｒ７）１回 → （Ｒ１２）１回以上 

・道路ストック長寿命化事業点検実施率（再掲）：（Ｒ８）１８．２％ → （Ｒ１２）１００％ 
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４－３ 基幹的交通ネットワーク（陸上、海上）の機能停止 

施策分野：交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《陸上交通ネットワークの被災》 

・平時の道路管理をはじめ、国、県と連携しながら、災害時に緊急輸送道路(災害発生

時の救助活動及び物資輸送等に必要な路線)や重要物流道路(物流上の重要な道路輸送

網として国が指定)となる道路の整備、橋りょうの耐震対策・維持補修、舗装道路補修

を着実に進める必要があります。 

・道路施設の計画的な点検及び修繕や老朽化対策についても着実に実施する必要があ

ります。 

《港湾施設の被災》 

・東日本大震災では、港湾施設も被災し救援物資の輸送等に支障が生じました。 

・石巻港は大規模災害発生時において、救援物資や人員、エネルギー等の輸送拠点とし

ても重要な機能となります。 

 

【推進方針】 

《道路等交通基盤の整備推進（施策分野：交通・物流）》 

 ・災害発生時の救助活動及び物資輸送等に必要な緊急輸送道路や重要物流道路につい

ては、国、県と連携しながら新設改良を進めます。（建設部） 

・平時の道路管理をはじめ、橋りょうの耐震対策・維持補修や舗装道路補修を推進し、

長寿命化に取り組みます。（建設部） 

・歩道橋や街路灯などの道路施設の計画的な点検や修繕を行い、老朽化対策に取り組

みます。（建設部） 

・緊急輸送道路や重要物流道路については、国、県と連携しながら、平時の道路管理をはじ

め、道路の新設改良、橋りょうの耐震対策・維持補修や舗装道路補修を推進します。（建設部） 

・災害時に道路利用者に及ぼす影響の高い歩道橋等の道路施設の計画的な点検及び修

繕や、街路灯の老朽化対策についても推進します。（建設部） 

《港湾施設耐震化の整備推進（施策分野：交通・物流）》 

・大規模災害発生時おける被災者への救援物資輸送や災害復旧のため、石巻港の機能確保が

重要となることから、港湾施設耐震化促進に向け、国、県との連携を図ります。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・道路新設改良事業 

・道路施設長寿命化計画の推進 

・道路ストック長寿命化事業（再掲） 

・橋りょう耐震対策 

・港湾関係機関との連携 

【主な指標】 

・道路ストック長寿命化事業点検実施率（再掲）：（Ｒ８）１８．２％ → （Ｒ１２）１００％ 
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４－４ 食料等の安定供給の停滞 

施策分野：農林水産、交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《農業生産基盤の保全》 

・ため池、樋管及び揚排水機場等の農業水利施設の老朽化が進行しており、破損等が発

生した場合には、周辺農地はもとより集落等の建物又は道路施設等への甚大な被害が

発生する恐れがあることから、未然防止のための措置を行う必要があります。 

《水産関連施設の整備等》 

・管理する各漁港は、東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、漁港漁場整備計

画に基づき復旧工事が行われました。 

・東日本大震災や近年の気候変動の影響等により、水産資源や藻場の減少など、安心安

全な漁業地域づくりや漁場の環境保全、被害軽減対策を行っていく必要があります。 

《物資の供給体制の構築（再掲）》 

・物資の集配業務については、数多くの避難所への集配を滞りなく行う必要があるた

め、（公社）宮城県トラック協会石巻支部や運送事業者と緊急物資の輸送に関する協定

を締結しています。 

 

【推進方針】 

《老朽化農業水利施設の撤去改修の促進（施策分野：農林水産）》 

・国、県と連携し、老朽化し不要になった農業水利施設については、撤去を進めるとと

もに、必要な施設については改修を行い、安全で安定した水回りの確保及び環境保全を

図ります。（産業部） 

《水産関連施設の整備推進（施策分野：農林水産）》 

・災害復旧完了後の漁港利用者状況の変化や自然条件の変化に対応した漁港施設の機

能強化などの整備を行い、生活基盤の整備による災害に強い漁村づくりを進め、水産物

の安定供給に資する施設整備を推進します。（産業部） 

・地元漁業協同組合と連携し、水産資源の回復、維持培養や環境保全を図ります。（産業部） 

《物資集配の円滑な実施（施策分野：交通・物流）》 

・物資の在庫管理業務、仕分け業務及び集配業務について、専門的ノウハウとマンパワ

ーを有する民間事業者へ委託するなど、円滑な物資集配の実施を図ります。（産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・農業水利施設改修事業（再掲） 

・水産関連施設の整備 

・物資の安定供給の確保（再掲） 
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４－５ 異常渇水等による用水供給途絶 

施策分野：環境 

 

【脆弱性評価結果】 

《上水道取水の確保》 

・主な取水源は旧北上川ですが、昭和４８年の異常渇水時には、海水遡上による塩分濃

度上昇から鹿又取水場での取水を停止し、給水停止となりました。 

 

【推進方針】 

《海水遡上対策（施策分野：環境）》 

・渇水時には早期情報収集に努め、影響を最小限に抑えるよう努めます。（広域水道企業団） 

 

【主な事業・取組】 

・上水道対策事業（再掲） 

【主な指標】 

・上水道給水普及率（再掲）：（Ｒ７）１００％ → （Ｒ１２）維持 
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４－６ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

施策分野：農林水産、市土保全 

 

【脆弱性評価結果】 

《農地等の被災》 

・農地及びそれらに付属する施設については、耕作に供することによってその機能を

維持してきました。しかしながら、農地を耕作する農業者の高齢化及び生活様式並びに

経済の変化による農村地域の人口減少が進み、不耕作地の拡大が顕著となっています。 

・特に丘陵地に存在する農地の不耕作地の拡大が急速に進んでおり、耕作のために利

用していた通路等も人や車が通行しなくなったため、各所で損壊、崩落などが見られ、

大雨などによりさらなる損壊、崩落が危惧される状況にあります。 

・丘陵地にある農地、特に水田は、降雨時その特性から一時的なため池としての機能も

発揮され、下流域に存する集落を水害から守る機能も果たしてきました。 

《森林の被災》 

・森林は、産業資源のほか、その周辺に暮らす人々に安らぎと憩いの場を与えるだけでは

なく、治山や洪水防止など様々な役目を果たすものでありますが、市内の森林の多くが適

切な管理が行われておらず、森林の持つ土砂流出防止や水量調節機能などの公益的機能が

発揮できる状況となっていないことから、大雨、暴風等による被害発生が危惧されます。 

《鳥獣等による被害》 

・東日本大震災による市域内での人口移動に伴う各集落の人口減少などにより、ニホ

ンジカの生息域が半島沿岸部だけではなく内陸部まで拡大し、ニホンジカによる農業

被害も後を絶たない状況となっており、その影響から耕作放棄地の拡大、農地や森林の

多面的機能の低下を防ぐ必要があります。 

・平成３１年度に「石巻市鳥獣被害防止計画」を策定し、改定しつつ農作物被害防止対

策を実施してきましたが、今後も有害鳥獣捕獲を中心に、実情の把握、関係機関と連携

した情報収集、市民等への周知による自己防衛意識の向上を図る必要があります。 

 

【推進方針】 

《農地による二次被害の防止（施策分野：農林水産）》 

・不耕作地や丘陵地に存する農地及びそれらに付属する施設については、農地として

の機能不全により、集落に被害をもたらす危険が増大することから、農地の多面的機能

の維持に関する必要性を啓発し、不耕作地の拡大防止に取り組みます。（産業部） 

《山地による二次被害の防止（施策分野：市土保全）》 

・森林の持つ土砂流出防止や水量調節機能などの公益的機能を発揮させるため、森林

環境整備事業等を活用し、森林整備や保護を行います。（産業部） 

・林道施設等については、森林整備や保護活動が適切に行えるよう整備を進めるとと

もに、長寿命化にも取り組みます。（産業部） 
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《鳥獣被害防止対策の推進（施策分野：農林水産）》 

・有害鳥獣の捕獲活動を推進するとともに、被害状況調査を行い、実態把握に取り組み

ます。（産業部） 

・侵入防止柵設置に伴う助成金や狩猟免許試験受験者用講習会受験料及び狩猟試験受

験料の助成を行い、集落における被害防止対策の取組を推進するとともに、資格取得し

やすい環境づくりを推進します。（産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・耕作放棄地対策の推進 

・有害鳥獣農作物被害防止対策事業 

・森林環境保全整備事業 

・森林環境整備事業 

・林道施設長寿命化事業 

【主な指標】 

・有害鳥獣（ニホンジカ）による農作物被害額（単年）： 

（Ｒ７）１２，４００千円 → （Ｒ１２）９，６００千円 
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事前に備えるべき目標：（５）生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下 

水道、燃料、交通ネットワーク等の被害を最小限に留める 

とともに、早期復旧を図る 

５－１ テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳ等の情報通信網の  

麻痺・機能停止等に伴い避難行動や救助・支援が遅れることによる被害の拡大 

施策分野：行政機能・情報通信等 

 

【脆弱性評価結果】 

《非常用電源の確保》 

・災害時に備え、非常用電源・自家発電・電話の余裕回線の確保が必要です。また、災

害時優先電話の把握が必要です。 

《各種災害情報システムの運用》 

・災害時には、防災行政無線による災害情報の発信を確実に行うとともに、放送内容と

同様の内容で、電子メール、ＬＩＮＥ、ＦＭラジオ、災害情報テレフォンサービス等で

情報発信しており、多くの市民が情報を取得しやすいよう災害情報の多層化に力を入

れています。市民には１つの方法だけでなく複数の方法で災害情報を取得するよう啓

発に努めています。 

《災害に強い通信インフラの構築》 

・すべての市内小中高等学校の避難所において、災害時用公衆電話の配備が既に完了

しており、被災により携帯電話が使えない場合においても、避難者が使用できる電話回

線を確保しています。また、各学校へは移動系無線も配備しているため、携帯通信網が

復旧するまでの数日間は不便であるものの通信確保はなされています。 

・本庁舎・総合支所・支所には既に衛星携帯電話・移動系無線機・ＭＣＡ無線機を配備

しており、災害により携帯電話網を利用できない場合においても、２重３重の通信バッ

グアップ体制が整っています。 

 

【推進方針】 

《非常用電源の整備（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・災害時に備え、非常用電源や自家発電設備の燃料確認など、定期的に点検します。 

（総務部） 

・電気自動車（ＥＶ）の活用など、緊急時における電源調達体制の強化を図ります。 

（総務部） 

・災害時優先回線に接続している電話機の明示や、取り扱い上の注意点等についての

庁内周知を図ります。（総務部） 

《各種災害情報システムの整備拡充（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・防災行政無線については、災害時に確実に市民に情報を伝えることができるよう通

信の安定性の高いシステムを整備し、適切に管理運用します。（危機管理部） 

・災害情報については、迅速性・正確性に加え、情報の把握が求められることから、今

後は新たな技術やサービスを積極的に活用していきます。令和７年度には、防災行政無
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線の聞き逃しに対応するテレフォンサービスを導入し、令和８年度には、防災アプリを

導入して、音声やアラーム等による確実な情報伝達を実現することで、市民の迅速な行

動判断を支援します。あわせて、高齢者などの情報弱者にも配慮し、地図情報等を活用

することで、よりわかりやすく、市民ニーズに即した対応を図ってまいります。 

（危機管理部） 

《市民の通信手段の確保（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・既に配備や整備した通信インフラについて、常時使用可能な状態を維持します。 

（危機管理部） 

【主な事業・取組】 

・非常用電源の確保 

・情報、通信システムの整備・運用 

・災害情報メール配信サービスの機能拡張（アプリ導入） 

・防災行政無線更新事業 

【主な指標】 

・災害情報メール配信サービス登録者数（累積）： 

（Ｒ７）１６，３６１人 → （Ｒ１２）２２，４３３人  
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５－２ 電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止 

施策分野：住宅・都市、環境、交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《ライフラインの供給停止への備え》 

・長期間にわたるライフラインの供給停止時に、家庭や事業所において電気等を確保する

ため、太陽光発電システムや蓄電池等の設置について、導入を促進する必要があります。 

《燃料の流通停止への備え》 

・家庭や事業所等において、平時から燃料等のストック状況を把握し、災害時の対策を

講じておく必要があります。 

《都市ガスの安全対策》 

・東日本大震災においては、津波の直撃を受け、都市ガスの供給が全戸供給停止 

（１２，７５５戸）しました。 

・大規模災害時は広域的な復旧、復興を迅速に行っていく必要があることから、災害時

の燃料の供給、調達などでの協力体制を構築していく必要があります。 

 

【推進方針】 

《再生可能エネルギー等の導入促進（施策分野：環境）》 

・家庭や事業所における太陽光発電システム等の設置に係る支援を推進します。 

（市民生活部） 

《燃料等の備蓄・調達・輸送体制の調整（施策分野：交通・物流）》 

・国及び関連業界団体と連携した、連絡体制や輸送体制等、燃料供給体制の構築を図り

ます。（総務部） 

・災害発生時に活用できるよう一定程度の備蓄等について検討します。（総務部） 

《都市ガスの安全対策の促進（施策分野：住宅・都市）》 

・広域的な復旧、復興を迅速に行うため、都市ガス事業者との連携強化を図ります。 

（民間事業者） 

 

【主な事業・取組】 

・太陽光発電等普及促進事業（再掲） 

・燃料の流通停止への備え 

・都市ガス供給・製造設備の適切な維持管理 

【主な指標】 

・再生可能エネルギーによる発電量（単年）（１０ｋＷ未満）： 

（Ｒ７（Ｒ５時点））３４，９３８ＭＷｈ → （Ｒ１２（Ｒ１０時点）６４，６２０ＭＷｈ 
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５－３ 上下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

施策分野：住宅・都市 

 

【脆弱性評価結果】 

《上水道施設の被災》 

・東日本大震災時には地震及び津波の襲来により、各施設の甚大な被害により全域が

断水する事態となったことから、早急な復旧を図るとともに、上水道施設の浸水対策及

び耐震化対策の必要があります。 

《応急給水体制の強化》 

・東日本大震災時には全域が断水する事態が発生し、人的及び給水車等の不足から十

分な応急給水所を開設することができず混乱を極めることとなったことから、応急給

水に必要な資機材の確保や対応体制づくりの必要があります。 

・大規模漏水による配水場貯留水の流出を防止するため、緊急遮断弁の設置を推進し

てきました。 

《下水道施設等の被災》 

・東日本大震災時には、施設の甚大な被害を受けたことから、早急な復旧を図るととも

に、下水道施設の耐震化を推進する必要があります。 

・災害により被災するリスクが高い施設を特定し、維持管理を強化する必要があります。 

《迅速な復旧》 

・被災した下水道施設等を迅速に復旧させるためには、市内業者や関係機関等との連

携と、復旧に必要な資材が必要となります。 

・迅速な復旧のため、近隣自治体との広域連携を検討する必要があります。 

・職員の震災時の経験や知識を、施設の復旧活動に活用することが重要となります。 

 

【推進方針】 

《上水道施設の耐震化の推進（施策分野：住宅・都市）》 

・甚大な被害の復旧にあたり、相互応援協定に基づき日本水道協会等に対し応援要請

を行うとともに、応急復旧等に関する協定を締結している石巻広域管工事業協同組合

に対しても応援要請を行います。（広域水道企業団） 

・各施設の浸水対応を図るとともに、配水場及び管路については、施設の耐震補強や耐

震性に優れた管材での管路更新を計画的かつ効果的に推進します。（広域水道企業団） 

《応急給水体制の構築（施策分野：住宅・都市）》 

・家庭における飲料水の備蓄や生活用水の貯めおきのほか、地域での飲料水備蓄等の

啓発に取り組みます。（広域水道企業団） 

・仮設水槽を配備するなど、応急給水体制づくりを更に推進します。（広域水道企業団） 

・応援要請による応援隊の受入れのための、体制づくりを更に検討します。 

（広域水道企業団） 
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《下水道施設等の耐震化の推進》（施策分野：住宅・都市） 

・総合地震対策計画の策定に取り組み、下水道施設の耐震化を推進します。（建設部） 

・ストックマネジメントにより、災害により被災するリスクが高い施設を特定し、維持

管理の強化を実施します。（建設部） 

《迅速な復旧体制の構築》（施策分野：住宅・都市） 

・迅速な復旧を図るため、市内業者や関係機関との連携を強化し、復旧に必要な資材等

の備蓄協力をお願いします。（建設部） 

・近隣自治体との広域連携を推進するとともに、職員の震災時の経験や知識を復旧活

動に活用します。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・上水道施設・管路の耐震化 

・下水道施設・管路の耐震化 

・下水道ストックマネジメント事業（再掲） 

・関係者と連携した災害対応の充実 
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５－４ 地域交通ネットワークが分断する事態 

施策分野：交通・物流 

 

【脆弱性評価結果】 

《離島航路施設の被災》 

・大規模災害により離島航路施設が被災した場合、本土と離島をつなぐ唯一の交通手

段が失われることとなるため、早期再開を図る必要があります。また、代替の交通手段

確保も難しいため、島民生活への影響が懸念されます。 

《鉄道・バス等公共交通の被災》 

・道路等の被災によりバス等の地域内交通の運行経路が遮断されることから、運行経

路の変更も含めた地域内交通の早期再開を図る必要があります。 

・駅施設や線路の被災により鉄道の運行が困難となることから、早期復旧のほか、代替

の交通手段を確保する必要があります。 

 

【推進方針】 

《離島航路の確保（施策分野：交通・物流）》 

・離島航路施設の損傷等により運航不能となった場合は、国、県等の関係機関と連携

し、速やかに応急復旧を実施します。（復興企画部） 

《公共交通の維持（施策分野：交通・物流）》 

・各地域に安心して住み続けられるよう、日常生活に欠かせない地域内での移動及び

広域移動の確保に努めます。（復興企画部） 

・まちづくりと連動する持続可能な交通施策の展開、各地域の拠点間を結ぶ公共交通

ネットワークの構築に取り組みます。（復興企画部） 

 

【主な事業・取組】 

・離島航路維持費補助事業 

・路線バス運行維持対策補助事業 

・住民バス運行費補助事業 

・牡鹿地区市民バス運行事業 

【主な指標】 

・市民 1人当たりの公共交通利用回数（単年）：（Ｒ７）５８．６回 →  

（Ｒ１２）６３．０５回 
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事前に備えるべき目標：（６）地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

６－１ 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の

欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

施策分野：行政機能・情報通信等、リスクコミュニケーション・地域づくり、産業構造 

 

【脆弱性評価結果】 

《復旧復興に向けたまちづくりへの備え》 

・被災後、速やかに目標や復興まちづくりの方針を決定できるよう、平時から被害想定

やまちの基礎データを用いて被災後の復興まちづくりの課題を分析し、被災前よりも

災害に強いまちにする等の復興まちづくりの実施方針の検討をしておく必要がありま

す。 

《地域コミュニティ再建への備え》 

・自然災害の発生後に、被災者自らがまちの復興や生活再建にスムーズに関わること

ができるよう、地域コミュニティ活動の活性化や被災者支援方策の情報共有等を進め

ておく必要があります。また、次世代を担う若者が、まちづくり、地域づくりに関わる

仕組みを作っておく必要もあります。 

《産業の被災》 

・農林水産業も含め、将来の地場の産業の担い手を育成し、産業の被災が他地域への移

住につながらないようにしていく必要があります。 

 

 

【推進方針】 

《計画的な防災対応（施策分野：行政機能・情報通信等》》 

・近年、頻発化・激甚化・広域化するあらゆる災害に備え、国及び宮城県の上位計画の

修正内容を「石巻市地域防災計画」及び「石巻市津波避難計画」に反映・更新するとと

もに、市総合防災訓練のほか、各地区の防災訓練や災害対策に係る活動等で、関係機関

や学校と地域との連携を図ります。（危機管理部） 

・被災後、速やかに復興まちづくりに向けた復興基本方針及び復興計画の策定を行い

ます。また、市民に対し、復興計画を策定していく過程において地域全体の合意形成を

図るとともに、事業に係る説明責任を果たすよう努めます。（復興企画部） 

《地域コミュニティの再構築（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・多様化、複雑化する地域の課題は、地域のことをよく知る住民が、地域の特性に応じ

て主体的に取り組み、行政がその取組を支援することで課題解決を図ることができる

ため、地域において、地域のことを地域自らが決め、それを実行するために住民自治組

織の構築が必要であることから、市内全域に住民自治組織を設立しました。今後は、各

住民自治組織がさらに充実した活動を実施し、安定した組織運営ができるよう、地域に

寄り添いながら支援を強化していきます。（市民生活部） 
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《住民相互のささえあい（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・町内会・自治会が、地域住民主体で開催する交流事業を支援するため、補助金を交付

し、地域住民相互の融和や地域コミュニティの形成促進を図ります。（市民生活部） 

《産業の再興（施策分野：産業構造）》 

・平時より担い手の育成・確保を行い、被災地の地場産業の早期復興を支援していきま

す。（産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・担い手育成事業 

・地域コミュニティの強化 

・地域づくり基金助成事業 

・ずっと住みたい地域づくり支援事業 

【主な指標】 

・担い手育成数（農業・漁業）（単年）：（Ｒ７）１６人 →（Ｒ１２）１６人 

・住民協議会による交流事業数（単年）：（Ｒ７）４８件 → （Ｒ１０）４８件 

・住民協議会による課題解決に向けた取組件数（単年）：（Ｒ１１）１６件 →  

（Ｒ１２）１６件 
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６－２ 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、ＮＰ

Ｏ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

施策分野：行政機能・情報通信等、保健医療福祉  

 

【脆弱性評価結果】 

《復旧復興を支える技術者不足》 

・復興・復旧事業や保健活動に当たる技術職が不足するため、他自治体からの協力が必

要不可欠な状況にあります。 

・防災士の資格を取得した方へのスキルアップ講座を実施するなど、地域防災の担い

手となる人材育成に努めてきました。また、被災した災害時応援協定先へ職員を派遣さ

せ被災地支援活動を行って得た知識が、本市の復旧復興活動に還元されるものと期待

されます。 

《災害ボランティアの受入れ》 

・大規模災害時は、行政のみでの対応には限界があり、被災地に駆けつけるボランティ

ア等による被災者支援が重要であるため、石巻市社会福祉協議会と協力し、ボランティ

ア等を円滑に受け入れる体制を整備するとともに、ボランティア等の活動を円滑に実

施できるよう支援していく必要があります。 

 

【推進方針】 

《復旧復興を支える技術者の確保（施策分野：行政機能・情報通信等）》 

・対応能力を超える大規模災害に備え、広域的な相互応援協定の拡充を図ります。 

（危機管理部） 

・地域の防災活動を行う上で、その中心となる担い手の人材の確保や育成が重要であ

ることから、防災士のスキルアップなど、地域の人材確保策を今後も継続して進めま

す。また、新型コロナウイルス感染症等の感染症まん延時においては、防災教育を持っ

た職員の人材育成だけではなく、感染症へ対する知識も必要であることから、それらの

育成にも努めていく必要があります。（危機管理部） 

・迅速な災害復旧には、地元事業者の協力が必要不可欠であることから、国、県、関係団

体と連携し、技術者育成の取組を推進するとともに、応援協定を締結するなど、事業者の

ノウハウや能力等の活用が図れるよう、さらなる連携強化を推進します。 

（危機管理部） 

《円滑なボランティアセンター開設・運営のための連携 （施策分野：保健医療福祉）》 

・石巻市社会福祉協議会と令和５年３月に締結した災害ボランティアセンターの設置・

運営等に関する協定に基づき、平時から連携して体制を整備するとともに、大規模災害

時は協力して開設・運営し、被災者支援のための措置を講じます。（保健福祉部） 

 

【主な事業・取組】 

・相互援助体制の構築（再掲） 
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・技術者の確保 

・ボランティアセンター運営の確保 

【主な指標】 

・相互応援協定締結数（再掲）：（Ｒ７）１７件 → （Ｒ１２）維持 
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６－３ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

施策分野：環境 

 

【脆弱性評価結果】 

《災害廃棄物の大量発生》 

・大規模災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発生す

ることから、災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に適正処理を行うための体制整備のほ

か、国、県等の関係機関との連携並びに地方公共団体間の相互援助体制の構築等につい

ても整備する必要があります。 

 

【推進方針】 

《災害廃棄物処理体制の強化（施策分野：環境）》 

・東日本大震災をはじめとする近年発生した大規模災害の経験と教訓を踏まえて策定

した「石巻市災害廃棄物処理計画」に基づき、今後発生が予測される大規模地震や津

波、風水害に対して平時の備えと、災害が発生した際に生ずる災害廃棄物を適正かつ迅

速に処理し、市民生活の速やかな復旧・復興の推進を図ります。（市民生活部） 

 

【主な事業・取組】 

・石巻市災害廃棄物処理計画の適時見直し 

・廃棄物処理体制の整備 
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６－４ 事業用地の確保、仮設施設等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

施策分野：住宅・都市、土地利用 

 

【脆弱性評価結果】 

《復旧復興に必要な用地の不足》 

・応急仮設住宅の建設用地については、大規模災害発生時に、大量に応急仮設住宅の設

置が必要な事態に備え、発災時に円滑かつ迅速に応急仮設住宅建設に着手できるよう、

建設候補地をあらかじめ計画しておく必要があります。 

 ・被災した事業者や各種復興事業に伴い移転を余儀なくされた事業者等の速やかな経

済活動再開のため、石巻市震災復興基本計画に基づき浸水区域外である須江地区（約２

１．１ha）及び堤防築堤により可住区域となる不動町地区（約２．５ha）に産業用地を

整備し、移転先の確保を行いました。 

・令和７年６月末現在、須江地区産業用地は全２８区画中、契約準備中の１区画を除き

２７区画を分譲（賃貸）、不動町地区産業用地は全１５区画中、９区画を分譲（賃貸）

しました。 

《国土調査未実施地域》 

・本市の地籍調査は、東日本大震災以降は休止していますが、地籍の整備等は被災施設

等の迅速な復旧・復興に寄与すると考えられるため、各分野での成果の活用を検討する

必要があります。 

 

【推進方針】 

《応急仮設住宅用地の確保（施策分野：住宅・都市）》 

・発災時に円滑かつ迅速に応急仮設住宅建設に着手できるよう、東日本大震災時の仮

設住宅建設地マップ等を活用し、市有地で利用可能な建設候補地リストの作成及び定

期的な更新を行います。（危機管理部、保健福祉部、建設部） 

《企業等移転先用地の確保（施策分野：住宅・都市）》 

・被災した事業者が速やかに経済活動を再開できるよう、被災状況等を勘案しながら、

必要に応じて事業者の移転先用地の整備や民有地の活用に取り組みます。（産業部） 

《地籍の整備推進（施策分野：土地利用）》 

・被災施設等の迅速な復旧・復興に寄与する地籍整備促進を推進するとともに、成果に

ついて各分野への活用を図ります。（建設部） 

 

【主な事業・取組】 

・復興復旧に必要な用地の確保 

・地籍調査事業 

【主な指標】 

・地籍調査事業進捗率：（Ｒ７）９６．０％ → （Ｒ１２）９６．０％以上 
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６－５ 長期にわたる孤立地域等の発生、及び被災者に対する住宅対策や健康支援、

地域コミュニティ形成支援等の遅れにより生活再建が大幅に遅れる事態 

施策分野：住宅・都市、保健医療福祉、リスクコミュニケーション・地域づくり 

  

【脆弱性評価結果】 

《被災者の生活再建》 

・東日本大震災では、津波浸水区域の被災者及び半壊以上の被害を受けた被災者が市

内に被災住宅に代わる住宅を建設、購入又は修繕を行った場合に資金の一部を補助す

る事業や、恒久的住宅へ移転するための各種手続きや生活における相談支援を実施し、

被災者に寄り添った支援を行うなど、早期の生活再建に寄与してきました。 

・市営住宅は東日本大震災前に整備された既存の市営住宅と震災後に整備された復興

公営住宅があります。 

・既存市営住宅においては建設から５０年近く経過していることもあり、大規模災害時

には劣化した住宅に多大な損害が発生し、入居者が在宅被災者となる可能性があります。 

・復興公営住宅も年数の経過とともに劣化等が進行することから、災害時においても

入居者が安心して居住できる環境を整備するため、計画的な維持管理を実施する必要

があります。 

・被災者の「こころのケア」については、発災直後のみならず、避難所から応急仮設住

宅、復興公営住宅と環境の変化により、ストレスや抑うつ状態、更にはアルコール依存

や経済的な問題など多様化するとともに深刻なケースになってしまうことが見込ま

れ、中長期的な対策が求められています。 

《地域コミュニティの崩壊》 

 ・震災後、ライフラインが回復せず、自宅周辺の商業施設等の復旧が遅れている地域では、

町内会・自治会が中心となり、食料や日常用品、支援物資等の配給が行われていました。 

・町内会・自治会があっても、震災により地域が壊滅状態になれば、その機能も効果を

発揮できないほか、町内会・自治会に加入せず、距離を置いている世帯は、孤立を強い

られることが予測されます。 

 

【推進方針】 

《住宅再建への支援（施策分野：住宅･都市）》 

・大規模自然災害発生後においては、これまでの住宅再建事業を継続し、被災者の生活

再建支援を推進するほか、移転に関する手続き相談などを継続して実施します。 

（保健福祉部） 

《災害（復興）公営住宅の整備推進（施策分野：住宅・都市）》 

 ・社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の補助メニュー（公営住宅等整備事

業、住宅地区改良事業、住宅・建築物安全ストック形成事業等）を活用しながら、予防

保全的な維持管理や施設整備に取り組むことで、公営住宅ストックの適切な運用を行

うとともに、災害に強いまちづくりを推進します。（建設部） 
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・既存市営住宅については、「石巻市営住宅等の用途廃止に伴う入居者移転計画」に基

づき、改善の困難な既存市営住宅に居住する入居者について、復興公営住宅等への移転

を推進します。（建設部） 

《こころのケア対策の推進（施策分野：保健医療福祉）》 

・医療につながらない抑うつ状態やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等に対する相談体

制の整備を推進します。（保健福祉部） 

・交流の場や居場所づくり等、孤立防止につながる支援を強化し、ゲートキーパー（悩

んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人）などの

「こころのケア」に対応できる人材の養成に取り組みます。（保健福祉部） 

《地域コミュニティの再構築（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・震災後、被災地域や避難所・応急仮設住宅等での生活等、非常時の公助が及ばない場

合、地域コミュニティの基盤である町内会や自治会を中心とした共助・互助の精神を育

むことが必要であることから、相互扶助機能を高めるための地域活動を積極的に支援

していきます。（市民生活部） 

・多様化、複雑化する地域の課題は、地域のことをよく知る住民が、地域の特性に応じ

て主体的に取り組み、行政がその取組を支援することで課題解決を図ることができる

ため、地域において、地域のことを地域自らが決め、それを実行するために住民自治組

織の構築が必要であることから、市内全域に住民自治組織を設立しました。今後は、各

住民自治組織がさらに充実した活動を実施し、安定した組織運営ができるよう、地域に

寄り添いながら支援を強化していきます。（市民生活部） 

《住民相互のささえあい（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・町内会・自治会が、地域住民主体で開催する交流事業を支援するため、補助金を交付

し、地域住民相互の融和や地域コミュニティの形成促進を図ります。（市民生活部） 

 

【主な事業・取組】 

・市営住宅等の用途廃止に伴う入居者移転 

・公営住宅等長寿命化事業 

・心のケア事業（再掲） 

・地域コミュニティの強化（再掲） 

・地域づくり基金助成事業（再掲） 

・ずっと住みたい地域づくり支援事業（再掲） 

【主な指標】 

・心のケア事業相談件数（単年）（再掲）： 

（Ｒ７）７，０００件 → （Ｒ１２）６００件 

・住民協議会による交流事業数（単年）：（Ｒ７）４８件 → （Ｒ１０）４８件 

・住民協議会による課題解決に向けた取組件数（単年）：（Ｒ１１）１６件 →  

（Ｒ１２）１６件 
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６－６ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・

無形の文化の衰退・損失 

施策分野：住宅・都市、リスクコミュニケーション・地域づくり 

 

【脆弱性評価結果】 

《貴重な文化財の被災》 

・東日本大震災の地震・津波による文化財の被災は甚大であったことから、適切に保存

管理していくための場所の確保及び環境の整備が喫緊の課題であり、市所有の文化財

については、収蔵庫の配置等について配慮しています。 

・個人所有の指定文化財の管理は所有者にお願いしていますが、所有者の世代交代、家屋

の新・改築等により、資料の置かれた現状の把握が必要となった場合、または地域の歴史

を語る上で重要な未指定文化財の存在が明らかになった場合には、調査を行っています。 

・地域の歴史や文化の中核であり、住民の心の拠り所としての役割を持つ寺院や神社

などの浸水・防火対策については、地域のコミュニティの維持を図りながら取り組む必

要があります。 

 ・各地域に伝わる無形民俗文化財は、地域への愛着を深める上で重要な役割を果たしてき

ましたが、東日本大震災による無形民俗文化財に使用する用具の流失や継承する会員の被

災、他地域への移住等により、存続が危ぶまれました。震災後、用具は高台移転された集落

センター等で保管しており、全国からの支援等により再興された団体もあります。しかし、

地域住民の高齢化や人口の流出に伴う後継者不足により、活動を休止せざるを得ない団体

もあるため、地域の伝統文化を継承する人材の育成に取り組んでいく必要があります。 

 

【推進方針】 

《文化財の浸水対策及び防火対策への取組（施策分野：住宅・都市）》 

・個人所有の指定文化財は、所有者の管理に委ねられる部分が大きいため、災害に備え

た対応等について指導、助言するなど協働で保護保全を図ります。（教育委員会） 

・指導や助言とあわせて、情報共有や防災知識の普及啓発活動により教育委員会、所有

者、関係機関等との協力体制を築き、防災意識の向上に取り組みます。（教育委員会） 

・例年実施している「文化財防火デー防火訓練」による、文化財の防火に関する所有者、

地域住民への啓蒙を継続して推進します。（教育委員会） 

《無形民俗文化財の保護への取組（施策分野：リスクコミュニケーション・地域づくり）》 

・無形民俗文化財を継承する団体等が実施している文化財の保存や後継者の育成など

の保存事業に対して補助及び助言を行い、後継者不足や地域コミュニティの衰退によ

る無形民俗文化財の喪失防止に取り組みます。（教育委員会） 

【主な事業・取組】 

・文化財の防火対策 

・無形民俗文化財の保護 

【主な指標】 

・博物館等における防災訓練の実施回数（単年）：（Ｒ７）２回 → （Ｒ１２）１回以上 

・文化財防火訓練の実施回数（単年）：（Ｒ７）１回 → （Ｒ１２）１回以上 
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６－７ 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による地域経

済等への甚大な影響 

施策分野：農林水産 

 

【脆弱性評価結果】 

《原子力発電所被災による風評被害の発生》 

・東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、海洋汚染や食品汚染

の風評被害が発生し、市民活動や経済活動など多岐にわたり影響を及ぼしました。 

 

【推進方針】 

《風評被害等防止における正確な情報発信（施策分野：農林水産）》 

・関係機関と連携して風評被害対策に関し国へ要望するほか、市内外へ正確な情報発

信に取り組みます。（総務部・危機管理部・市民生活部・産業部） 

・国、県と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産品等の適正な流通が

確保されるよう、広報活動に努めます。（総務部・危機管理部・市民生活部・産業部） 

 

【主な事業・取組】 

・風評被害防止のための情報発信 
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３ 施策分野別の推進方針 

施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

行政機能・ 

情報通信等 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-1 大規模地震に伴う住宅・建築物等の倒壊や火災による死傷者の発生 

 ○消防・救急体制の強化充実 

 ○消防団の持続的な活動の推進 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

 ○関係機関との連携推進 

 ○災害情報システムの整備推進･確実な運用 

 ○津波避難行動の促進 

(2) 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災による救助・救急活動等の絶対的

不足 

 ○相互援助体制の整備推進 

2-4 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

  ○防災拠点の整備推進 

2-5 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

  ○孤立地域居住者の安全確認及び救援・救助訓練の実施 

 ○孤立地域の通信の確保 

(3)必要不可欠な行政機能を確保する 

 

3-1 市の職員及び施設等の被災による機能の大幅な低下 

 ○庁内の災害対応体制の推進 

○業務継続計画の推進 

○庁舎等の災害対策の推進  

(4) 経済活動を機能不全に陥らせない 

 
4-2 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

 ○避難計画に基づく訓練実施等 

(5) 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

 

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳ等の情報通信

網の麻痺・機能停止等に伴い避難行動や救助・支援が遅れることによる

被害の拡大 

 ○非常用電源の整備 

 ○各種災害情報システムの整備拡充 

 ○市民の通信手段の確保 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

行政機能・ 

情報通信等 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域

合意の欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

 〇計画的な防災対応 

6-2 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足によ

り復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 ○復旧復興を支える技術者の確保 

住宅・都市 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-1 大規模地震に伴う住宅・建築物等の倒壊や火災による死傷者の発生 

 ○住宅の耐震化の促進 

 ○多数の者が利用する建築物の耐震化（老朽化対策）の促進 

 ○市有建築物の適切な維持管理等 

 ○ブロック塀倒壊対策の推進 

 ○狭あい道路の拡幅整備の促進 

 ○老朽危険空家等対策の推進 

 ○家庭や企業の出火等防止対策の推進 

 ○防火水槽整備の推進 

 ○災害に備えた市街地構造への取組 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

 ○避難場所となる公園の整備・長寿命化の実施 

 ○下水道等の耐震化・長寿命化等の推進 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市推進街地・集落等の浸水や防

災インフラの損壊・機能不全による死傷者の発生 

 ○雨水排水対策の推進 

 ○下水道等の耐震化・長寿命化等の推進 

○避難路等の機能強化・環境整備 

(5) 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

 

5-2 電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチ

ェーンの機能の停止 

 ○都市ガスの安全対策の促進 

5-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止 

○上水道施設の耐震化の推進 

 ○応急給水体制の構築 

 ○下水道施設等の耐震化の推進 

 ○迅速な復旧体制の構築 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

住宅・都市 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-4 事業用地の確保、仮設施設等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事

態 

 ○応急仮設住宅用地の確保 

 ○企業等移転先用地の確保 

6-5 長期にわたる孤立地域等の発生、及び被災者に対する住宅対策や健

康支援、地域コミュニティ形成支援等の遅れにより生活再建が大幅

に遅れる事態 

 ○住宅再建への支援 

○災害（復興）公営住宅の整備推進 

6-6 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等によ

る有形・無形の文化の衰退・損失 

 ○文化財の浸水対策及び防火対策への取組 

保健医療 

福祉 

(2) 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災・支援ルートの途絶、エネ

ルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

 ○災害時医療連携の推進 

 ○重要医療施設への上水道供給の確保 

2-3 劣悪な生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健

康・心理状態の悪化による死者の発生 

 ○避難所運営体制の整備推進 

 ○避難者への保健衛生活動 

 ○被災者のこころのケアの推進 

 ○避難所における感染症対策（新型コロナウイルス含む）の推進 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-2 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により

復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 ○円滑なボランティアセンター開設・運営のための連携 

6-5 長期にわたる孤立地域等の発生、及び被災者に対する住宅対策や健

康支援、地域コミュニティ形成支援等の遅れにより生活再建が大幅

に遅れる事態 

 ○こころのケア対策の推進 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

環境 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地・集落等の浸水や防災イ

ンフラの損壊・機能不全による死傷者の発生 

 ○地球温暖化対策の推進 

(2) 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

2-3 劣悪な生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健

康・心理状態の悪化による死者の発生 

 ○水害発生時の防疫対策の推進 

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

 ○防疫活動の強化 

 ○新型コロナウイルス感染症等の対策における避難所運営対策 

(4) 経済活動を機能不全に陥らせない 

 

4-2 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

 ○環境調査の実施 

 ○有害物質等の流出防止対策の推進 

4-5 異常渇水等による用水供給途絶 

 ○海水遡上対策 

(5) 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

 

5-2 電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチ

ェーンの機能の停止 

 ○再生可能エネルギー等の導入促進 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 

 ○災害廃棄物処理体制の強化 

農林水産 

(4)経済活動を機能不全に陥らせない 

 

4-4 食料等の安定供給の停滞 

 ○老朽化農業水利施設の撤去改修の促進 

 ○水産関連施設の整備推進 

4-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

 ○農地による二次被害の防止 

 ○鳥獣被害防止対策の推進 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

農林水産 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-7 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等によ

る地域経済等への甚大な影響 

 ○風評被害等防止における正確な情報発信 

産業構造 

(4)経済活動を機能不全に陥らせない 

 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動の低下 

 ○市内企業における事業継続計画（ＢＣＰ)策定の促進 

4-2 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

 ○危険物製造所・保管施設等の安全対策の指導強化 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域

合意の欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

 〇産業の再興 

交通・物流 

(2) 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災・支援ルートの途絶、エネ

ルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

 ○医療支援ルートの確保 

2-4 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

 ○物資の供給手段の確保 

2-5 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 ○道路啓開等の実施や複数避難支援ルートの整備 

(4)経済活動を機能不全に陥らせない 

 

4-2 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

 ○避難路の確保 

4-3 基幹的交通ネットワーク（陸上、海上）の機能停止 

 ○道路等交通基盤の整備推進 

 ○港湾施設耐震化の整備推進 

4-4 食料等の安定供給の停滞 

 ○物資集配の円滑な実施 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

交通・物流 

(5) 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

 

5-2 電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチ

ェーンの機能の停止 

 ○燃料等の備蓄・調達・輸送体制の調整 

5-4 地域交通ネットワークが分断する事態  

○離島航路の確保 

○公共交通の維持 

市土保全 

(1)あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

 ○津波減災施設の整備推進 

○津波避難施設等の整備促進・周知の徹底 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地・集落等の浸水や防災イ

ンフラの損壊・機能不全による死傷者の発生 

 ○治水対策の推進 

○防災重点ため池等の対策の推進 

1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

 ○土砂災害防止対策の推進 

 ○がけ地近接等危険住宅移転事業の周知 

 ○大規模盛土造成地の現地把握 

(4) 経済活動を機能不全に陥らせない 

 
4-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

 ○山地による二次被害の防止 

土地利用 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 
6-4 事業用地の確保、仮設施設等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

 ○地籍の整備推進 

リスクコミ

ュニケーシ

ョン・ 

地域づくり 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

 ○学校防災体制・防災教育の推進 

 ○震災伝承施設の活用 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地・集落等の浸水や防災イ

ンフラの損壊・機能不全による死傷者の発生 

○内水ハザードマップの周知 

○洪水ハザードマップの周知 

1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

○土砂災害ハザードマップの周知 
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施策分野 
事前に備えるべき目標 

 リスクシナリオ・推進方針 

リスクコミ

ュニケーシ

ョン・ 

地域づくり 

(2) 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災による救助・救急活動等の絶対的

不足 

 ○地域総合防災力の向上等の取組強化 

2-3 劣悪な生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健

康・心理状態の悪化による死者の発生 

 ○様々な避難者への配慮 

○男女共同参画の推進 

2-4 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

 ○自助・共助・公助による物資（備蓄）の確保 

(6)地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域

合意の欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

 〇地域コミュニティの再構築 

 ○住民相互のささえあい 

6-5 長期にわたる孤立地域等の発生、及び被災者に対する住宅対策や健

康支援、地域コミュニティ形成支援等の遅れにより生活再建が大幅

に遅れる事態 

 ○地域コミュニティの再構築 

 ○住民相互のささえあい 

6-6 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等に 

よる有形・無形の文化の衰退・損失 

○無形民俗文化財の保護への取組 

デジタル 

活用 

 

 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者・行方不明者の発生 

 ○災害情報システムの整備推進･確実な運用 

 ○避難場所となる公園の整備・長寿命化の実施 

(5) 生活・経済活動に必要最低限の通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復旧を図る 

 

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳ等の情報通信

網の麻痺・機能停止等に伴い避難行動や救助・支援が遅れることに

よる被害の拡大 

 ○各種災害情報システムの整備拡充 
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第３章 計画の推進と見直し 

 

 計画は、市長が主宰する会議において推進することとし、事業の計画（ＰＬＡＮ）、事

業の実施（ＤＯ）、計画的な進行管理・検証（ＣＨＥＣＫ）、各計画との調整（ＡＣＴＩＯ

Ｎ）といったＰＤＣＡサイクルに沿って進行管理を行うものとします。 

なお、本計画は、社会経済情勢等の変化や施策の進捗状況等を考慮し、計画内容の見直

しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

  ＰＬＡＮ 

計画 

ＤＯ 

実施 

ＣＨＥＣＫ 

検証 

ＡＣＴＩＯＮ 

調整 
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第４章 資料編 

 

１ 石巻市国土強靭化地域計画に関連する各種計画等一覧 

番号 計画等名称 

1 石巻市総合計画 

2 石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

3 石巻市男女共同参画基本計画（第５次） 

4 石巻市総合交通計画 

5 新市まちづくり計画 

6 石巻市過疎地域持続的発展計画 

7 石巻市職員定員適正化計画 

8 石巻市地域防災計画 

9 石巻市公共施設等総合管理計画 

10 石巻市行財政改革推進プラン 

11 石巻市環境基本計画 

12 石巻市環境保全率先行動計画 

13 石巻市一般廃棄物処理基本計画 

14 石巻市分別収集計画 

15 石巻市災害廃棄物処理計画 

16 石巻市地域福祉計画 

17 石巻市公立幼稚園・保育所・こども園再編計画 

18 石巻市中心市街地活性化基本計画 

19 石巻市農業振興地域整備計画 

20 石巻市森林整備計画 

21 石巻市林道施設長寿命化計画 

22 石巻市鳥獣被害防止計画 

23 石巻市都市計画マスタープラン 

24 石巻市都市公園施設長寿命化計画 

25 石巻市橋梁長寿命化修繕計画 

26 石巻市トンネル長寿命化修繕計画 

27 地籍調査事業（第７次国土調査十箇年計画） 

28 石巻市地域住宅等整備計画（第５期） 

29 石巻市公営住宅等長寿命化計画 

30 石巻市空家等対策計画 
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番号 計画等名称 

31 下水道ストックマネジメント計画 

32 農業集落排水施設機能保全対策計画（農業集落排水施設ストックマネジメント計画） 

33 石巻市生活排水処理基本構想 

34 石巻市公立病院経営強化プラン 

35 石巻市教育振興基本計画 

36 石巻市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 

37 石巻市小・中学校学区再編計画 

38 石巻市学校施設整備保全計画 

39 石巻市災害時備蓄計画 

40 石巻市耐震改修促進計画 

41 石巻市津波避難計画 

42 石巻市立地適正化計画 
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２ 過去に甚大な被害をもたらした大規模自然災害 

（１）地震、津波 

年  月  日 災害種別 被害状況等 

1896 年 

(明治 29)6/15 
地震・津波 

明治三陸沖地震・大津波。県下の死者3,452人、流失家屋

985戸。地震規模M7.6｡津波高さ2.5m。 

1897 年 

(明治30)8/5 
地震・津波 

三陸沖地震・津波。女川3mの津波。地震規模M7.4。市中心

市街地部で液状化発生。 

1933 年 

(昭和8)3/3 
地震・津波 

昭和三陸沖地震・大津波。石巻で震度５、三陸沿岸に津 

波。県下の死者315人、負傷者151人、流失倒壊家屋477戸、 

浸水家屋2,515戸。震源は、金華山沖約30㎞、地震規模 

M8.3｡ 

【市域での津波高さ：雄勝町荒で10m、牡鹿町大谷川で 

5.2m、牡鹿町谷川・鮫浦、北上町相川・大指、小指で 

4.8m、雄勝町雄勝・船越、北上町小泊で4.5m】 

1937 年 

(昭和12)7/27 
地 震 

金華山沖地震。石巻で震度5、石巻で灯籠倒壊・水道管破 

損・道路亀裂。陶器店に被害。地震規模M7.2｡ 

1938 年 

(昭和13)11/5 
地震・津波 

福島県沖地震・津波。石巻で震度5。地震規模M7.7。 

【市域での津波高さ：石巻で0.4m、鮎川で1.04m】 

1952 年 

(昭和27)3/4 
地震・津波 

十勝沖地震・津波。かき・のりに被害。津波の最大波高 

は、女川町0.8m、志津川町1.5m。 

【市域での津波高さ：牡鹿町鮎川1.0m、雄勝町2.0m、牡鹿

町（旧大原村）0.7m】 

1960 年 

(昭和35)5/24 
津 波 

チリ地震・大津波。本市で死者・行方不明者2人、流失全 

壊家屋84棟、床上浸水1,724棟。 

【市域での津波高さ：牡鹿町大谷川5.65m、荻浜桃の浦 

5.3m、本市内海橋前2.8m】 

1962 年 

(昭和37)4/30 
地 震 

宮城県北部地震。震源宮城県北部、地震規模M6.5、石巻で

震度4。古川市は震度5の強震で、死者2人、重傷者7人、軽

傷者84人を出した。全壊9戸、半壊42戸、土砂被害16箇所

で損害額は3億5,728万円に及ぶ被害。 

1978 年 

(昭和53)6/12 
地震・津波 

宮城県沖地震・津波。地震規模M7.4。石巻で震度5、旧石

巻地域では、重傷4人、全壊家屋18棟、半壊家屋200棟。液

状化も発生した。 

【市域での津波高さ：鮎川で0.4m】 

2003 年 

(平成15)5/26 
地 震 

宮城県沖（三陸南地震）。地震規模M7.1。 

重軽傷者64人、住家半壊11棟、一部破損1,033棟。 

2003 年 

(平成15)7/26 
地 震 

宮城県北部連続地震。地震規模M6.4、重軽傷者675人、 

住家全壊1,250棟、半壊3,726棟、一部破損10,998棟。 

2005 年 

(平成17)8/16 
地 震 

宮城地震。地震規模M7.2。 

重軽傷者79人、住宅一部破損383棟。 

2010 年 

(平成22)2/28 
津 波 

チリ中部地震・津波。養殖いかだに被害。気仙沼市湾奥部 

で2.19m、女川町野々浜漁港で1.40mの津波高が確認され 

た。【市域での津波高さ：北上漁港で0.72m】 
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年  月  日 災害種別 被害状況等 

2011 年 

(平成23)3/11 
地震・津波 

東北地方太平洋沖地震・大津波。 

地震規模M9.0。石巻で最大震度6強。本市周辺の沿岸部で 

は、今次津波における最大の津波高さは8.6m以上注）とな

っており、津波の浸水範囲は73km2と市域の沿岸部の広範

囲に及んだ。本市で死者3,553人、行方不明者417人、被災

建物棟数は全壊棟数20,044棟、半壊13,049棟、一部破損

19,948棟。（令和5年3月9日消防庁） 

【市域での津波高さ：鮎川で8.6m以上注）】 

注）記録された中で最も高い値であり、実際の津波はこ

れよりも高かった可能性があるため、8.6ｍ以上と表現し

ている。（出典：「「石巻市鮎川」の津波観測点の観測値

について」（平成23年6月気象庁）） 

2021年 

(令和3)2/13 
地 震 2021.2.13福島県沖地震。地震規模M7.3。 

2021.3.20宮城県沖地震。地震規模M6.9。 

重軽傷者73、住家全壊5、半壊132、一部破損14,116。 
2021年 

(令和3)3/20 
地 震 

2022年 

(令和4)3/16 
地 震 

福島県沖地震。地震規模M7.3。 

死亡者2、重軽傷者108、住家全壊51、半壊616、 

一部損壊 21,839。 

 

 

（２）風水害 

① 水害 

年  月  日 災害種別 被害状況等 

1910 年 

(明治43)8/16、17 
洪 水 

北上川堤防が決壊。床上床下浸水は石巻町で205戸

(950人)、蛇田村で41戸(204人)、稲井村で195戸(936

人)、計405戸(2,090人)。収穫皆無の水田は全体で

768町歩にものぼった。 

1962 年 

(昭和37)8/29 
大 雨 

日本海低気圧による集中豪雨。床上浸水約100戸、

床下浸水1,000戸。旧市内の交通がストップした。 

1986年 

(昭和61)8/5 
大雨・洪水 

台風10号。県内で死者5名、負傷者12名、鹿島台町

で死者1名、住家全半壊262戸、住家一部損壊721戸、

床上浸水8,827戸、床下浸水18,847戸、非住家損壊

9,563戸。 

1991年 

(平成3)9/19～20 
大雨・洪水 

台風18号。一部損壊3棟、床上浸水24棟、床下178棟、

その他損壊53棟、田畑被害24.8ha、道路被災33箇所、

河川被災8箇所、湾岸被害1箇所、がけ崩れ26箇所。 

2002 年 

(平成14)7/10～13 
大雨・洪水 

台風6号。旧石巻市で総雨量227.5mm。旧石巻市の蛇

田字三ツ口で1世帯2名、北上川流域5,894世帯

19,613名に避難勧告を発令。床上浸水57戸(183人)、

床下浸水305戸(856人)、その他ブロック塀破損、蛇

田地区、旧河南・桃生・北上町でがけ崩れ等の発生。 
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2006 年 

(平成18)10/6～8 
暴風雨 

猛烈に発達した低気圧が県内を通過。総雨量は石巻

で196㎜、雄勝で311㎜。石巻で最大瞬間風速

32.5m/s。住宅半壊4棟、住宅一部破損207棟、床上

浸水38棟、床下浸水161棟、女川湾でサンマ漁船が

座礁し死者4名、行方不明者9名、石巻で軽症者2名。 

2017 年 

(平成 29)10/22～23 
大雨・洪水 

台風21号。北上地区266世帯に避難勧告。軽傷者1名。

一部損壊4棟、床下浸水56棟。道路洗堀、法面崩落

等多数発生。 

2019 年 

(令和元)10/12～13 
大雨・洪水 

台風19号。総雨量は石巻で230㎜、雄勝で367㎜、 

桃生で242㎜。市内全域に 避難勧告（土砂、浸水害）。

市内で死者3名、軽傷者8名。全壊3棟、大規模半壊

7棟、半壊274棟、準半壊318棟、一部損壊858棟。 

道路決壊、法面崩落等多数発生。 

 

② 高潮・暴風雨 

年  月  日 災害種別 被害状況等 

1913年 

(大正2)8/25～27 

暴風雨 

高 潮 

北上川が出水し、石巻湾に風津波発生。牡鹿郡有史

以来の惨禍にて死者27人、全潰流失家屋720棟、浸

水家屋3,346 戸、耕地788町9反(約770ha)の被害。 

1941年 

(昭和16)8/5 ～6 
高 潮 

台風の影響で石巻、牡鹿、桃生地方丈余(約3ｍ)

の高潮が発生。海岸一斉浸水。 

1951年 

(昭和26)10/14～15 

暴風雨 

高 潮 

台風15号(ルース)により被害発生。鮎川で潮位

282㎝(新記録)観測。 

1962年 

(昭和37)8/20 
高 潮 

台風12号の影響で渡波の海岸に3ｍの高波が押

寄せ、堤防が30ｍ崩壊。 

1986年 

(昭和61)9/29～30 
高 波 

台風17号の影響で、南浜、雲雀野地区の道路・家

屋に高波が押し寄せ浸水区域が発生。 

 

③ 風害 

年  月  日 災害種別 被害状況等 

1734 年 

(享保19)8/４ 
大風洪水 

牡鹿、本吉両郡の漁船10艘洋中風浪にあい66人

覆没。 

1931 年 

(昭和６)1/9～10 
暴風雨雪 

石巻で死者4名、行方不明1名、家屋全潰1戸、家

屋破損12戸、小舟沈没1隻、板塀破壊33件、樹木

倒壊破損7本、電柱倒壊破損142本、電線切断19

箇所。石巻で日最大風速14.1ｍ/s、風向Ｗ。 

1981 年 

(昭和56)8/22～23 
暴風雨 

台風15号が県内を通過し、沿岸部では40～80㎜、

山沿い地方では 100～200㎜の大雨となった。 

また、各地で強風が吹き荒れ被害は県内全域に

及んだ。石巻で最大瞬間風速34.0ｍ/s。 

1995 年 

(平成７)11/8 
強 風 

低気圧の影響により、石巻で日最大風速16.8ｍ

/s、風向ＷＮＷ、最大瞬間風速29.9ｍ/s、風向Ｗ

ＮＷ。仙石線で運休。徐行運転。 
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第５章 石巻市国土強靭化地域計画に基づき実施する主な事業（別冊） 

  

「第２章 脆弱性の評価と国土強靭化の推進方針」に基づき実施する事業・取組について

は、進捗状況の把握や新規事業の掲載などから毎年度更新することとします。そのため本体

計画とは別に、「石巻市国土強靭化地域計画に基づき実施する主な事業」を別冊として作成

します。なお、この別冊は本計画の第５章に位置づけられ本計画と一体を成すものです。 

また、令和８年度事業については、令和８年３月以降に作成することとします。 
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